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第１章 計画の基本的な考え方 

１．計画策定の趣旨 

我が国の総人口は、平成 28 年 10 月１日現在、１億 2,693 万人と６年連続の減少となっ

ています。一方、65 歳以上の高齢者人口は、過去最高の 3,459 万人となり、総人口に占め

る割合（高齢化率）も 27.3％と過去最高を更新しています。将来的にもさらなる高齢化の進

展が見込まれており、平成 29 年４月に国立社会保障・人口問題研究所が公表した「日本の

将来推計人口」における中位推計結果によると、今後も高齢化率は上昇を続け、2065 年（平

成 77 年）には、国民の 2.6 人に１人が 65 歳以上、４人に１人が 75 歳以上となり、１人

の高齢者に対して1.3人の現役世代（15歳～64歳）という比率になると推計されています。

高齢者が必要な支援を受けながら、安心して暮らし続けることのできる地域社会を形成して

いくことは、すべての地方自治体における大きな課題となっています。 

高齢者が、介護が必要となった場合にも、地域で安心して生活できるような環境を整備す

るために、必要な介護サービスを総合的に提供し、社会全体で介護体制を支える仕組みとし

て、平成 12 年に創設されたのが介護保険制度です。制度の創設以降、高齢化のさらなる進

展や社会状況の変化を背景に、これまで度重なる制度改正が行われてきました。中でも平成

23 年の制度改正以降は、団塊の世代

※

が 75 歳以上となる 2025 年（平成 37 年）を見据

え、高齢者が地域で自立した生活を営めるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援サー

ビスが切れ目なく提供される「地域包括ケアシステム」の構築という方向性が示され、医療

と介護の連携の強化、介護人材の確保、認知症

※

対策の推進、介護保険サービスの見直しや費

用負担の公平化等が図られてきました。 

介護保険の保険者である市町村においては、このような制度改正を踏まえ、３年を１期と

する介護保険事業計画の策定が義務づけられ、計画の見直しを行いながら介護保険事業を推

進してきました。本市においても、介護保険給付の円滑な実施を図るため、これまで６期に

わたる介護保険事業計画を、高齢者保健福祉計画と一体的に策定し、高齢者が住み慣れた地

域でいつまでも安心して暮らし続けられる地域社会の実現に取り組んできました。 

このたびの計画策定においても、国における制度改正に対応するとともに、本市の高齢者

の現状と課題を踏まえ、本市が目指すべき高齢者保健福祉の基本的な方針と具体的に取り組

むべき施策を明らかにし、介護保険事業を安定的かつ充実したものとすることを目的として、

「川西市高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画」（以下、本計画という。）を策定し

ます。 
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２．介護保険制度の改正の内容 

第７期介護保険事業計画の策定に合わせ、平成 29 年に「地域包括ケアシステムの強化の

ための介護保険法

※

等の一部を改正する法律」が成立しました。高齢者の自立支援

※

と要介護

状態の重度化防止、地域共生社会の実現を図るとともに、制度の持続可能性を確保すること

に配慮し、サービスを必要とする方に必要なサービスが提供されるようにすることを目的と

した制度の改正が行われています。 

制度改正の主な内容は以下の通りです。本計画の策定にあたっては、これらの制度改正の

動向を踏まえた内容の見直しを行っています。 

 
（１）地域包括ケアシステムの深化・推進 

 
厚生労働省「地域包括ケアシステムイメージ図」 

 
① 自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取り組みの推進 

高齢化が進展する中で、地域包括ケアシステムの構築を推進するとともに、制度の持続可

能性を確保するためには、介護保険の保険者である市町村が地域の課題を分析し、高齢者が

その有する能力に応じて自立した生活を送れるよう取り組みを進めることが必要であるとい

う観点から、全市町村が保険者機能を発揮して自立支援・重度化防止に取り組むよう、デー

タに基づく課題分析と対応（取り組み内容や目標の介護保険事業（支援）計画への記載）、適

切な指標による実績評価、財政的インセンティブの付与が法律に規定されました。 
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市町村においてはこれまで以上に、データに基づく地域の課題の分析やそれを踏まえた取

り組み内容や目標の明確化が求められるとともに、成果指標に基づく評価と事業の改善を継

続的に行うことが必要となります。また、要介護状態の維持・改善や地域ケア会議

※

の開催状

況等の指標に基づいて成果を上げた市町村については、財政的な優遇措置を受けられる可能

性が生まれています。 

 
② 医療・介護の連携の推進 

今後、増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、「日常的な医学管理が

必要な重介護者の受け入れ」や「看取り」等の機能と、「生活施設」としての機能を兼ね備え

た、新たな介護保険施設として「介護医療院

※

」が創設されます。要介護者に対し「長期療養

のための医療」と「日常生活上の世話（介護）」を一体的に提供する介護保険施設（かつ医療

法上の医療提供施設）として位置づけられ、現行の介護療養病床

※

の経過措置期間については

平成 35 年度末まで延長されます。 

また、地域包括ケアシステムの構築において重要となる医療・介護の連携に関し、都道府

県による市町村に対する必要な情報の提供その他の支援の規定が整備されています。 

 

③ 地域共生社会の実現に向けた取り組みの推進 

支援を必要とする市民（世帯）が抱える多様で複合的な地域生活課題について、市民や福

祉関係者による把握や、関係機関との連携による解決が図られることを目指す「我が事・丸

ごと」の地域福祉推進の理念が規定されました。この理念の実現のため、市町村においては、

地域市民の地域福祉活動への参加を促進するための環境整備や、市民に身近な圏域において

分野を超えて総合的に相談に応じ、関係機関と連絡調整等を行う体制づくりに努めることが

求められています。また、市町村が地域福祉計画

※

を策定するよう努めるとともに、福祉の各

分野における共通事項を定め、上位計画として位置づけることが規定されました。 

福祉サービスについては、高齢者と障がい児者が同一の事業所でサービスを受けやすくす

るため、介護保険と障がい福祉両方の制度に新たに共生型サービスが位置づけられています。 

 
 

（２）介護保険制度の持続可能性の確保 

① 現役世代並みの所得のある方の利用者負担割合の見直し 

平成 27 年８月より、一定の収入のある高齢者については介護保険サービスの利用者負担

を通常の１割から２割に引き上げる制度改正が行われていましたが、今回の改正では、世代

間・世代内の公平性を確保しつつ、制度の持続可能性を高める観点から、２割負担者のうち

特に所得の高い層の負担割合が３割となります（平成 30 年８月施行）。ただし高額介護サー

ビス費

※

により月額 44,400 円の負担の上限が定められており、実際に負担増となるのは受

給者全体の約３％と見積もられています。 
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② 介護納付金における総報酬割の導入 

第２号被保険者

※

（40～64 歳）の保険料は、介護納付金として医療保険者に賦課されて

いますが、この金額を「加入者数に応じて負担する方式（加入者割）」から、「報酬額に比例

して負担する方式（総報酬割）」に改められ、収入の高い人ほど負担額が大きくなる仕組みと

なります。激変緩和の観点から、平成 29 年度から段階的に導入され、平成 32 年度に全面

実施となります。 
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３．計画の位置づけと期間 

（１）計画の位置づけ 

① 法令の根拠 

本計画は、老人福祉法第 20 条の８の規定に基づき、本市における高齢者への保健、福祉

の基本的な考え方と方策を明らかにした老人福祉計画（老人福祉法により介護保険事業計画

と一体的に作成することが義務づけられています）と、介護保険法第 117条の規定に基づき、

要支援・要介護認定者数の推計や各種サービスの利用意向などから算定された介護保険サー

ビスの見込量、サービス提供体制の確保方策など、介護保険事業の円滑な実施に関する事項

を定める介護保険事業計画を一体的に策定したものです。 

 
② 関連計画との関係 

本計画は本市のまちづくりの基本的な考え方と方向性を示す「第５次川西市総合計画

※

」に

基づく分野別計画に位置づけられます。また、地域福祉の基本計画である「川西市地域福祉

計画」で示された理念と方向性を共有しつつ、高齢者福祉・介護の分野における基本的な考

え方と施策の方向性を示すものです。したがって、これらの計画とは相互に整合が保たれた

ものとなっているとともに、障がい者、健幸まちづくり、子ども等の本市の関連計画との整

合・調和を保ちつつ策定するものです。 

また本計画は、介護保険法に基づき国が定めた基本指針の内容を踏まえるとともに、兵庫

県介護保険事業支援計画、兵庫県保健医療計画等の県の関連計画を踏まえて策定しています。 

 
■関連計画との関係 
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（２）計画の期間 

本計画の期間は、平成 30 年度から平成 32 年度までの３年間とします。 

 
H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 

            

 
  

第７期計画（本計画） 第８期計画 第９期計画 第６期計画 
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４．計画の策定体制 

（１）各種調査の実施 

① 高齢者アンケート調査 

本計画の策定に先立ち、今後の高齢者支援施策の検討の基礎資料とすることを目的として、

高齢者の日常生活や介護予防

※

と要介護リスクに関する状況等を明らかにするための「介護予

防・日常生活圏域ニーズ調査」と、在宅で生活する要支援・要介護認定者と介護・介助する

家族の実態等について明らかにするための「在宅介護実態調査」を実施しました。 

 

② 地域団体アンケート調査 

高齢者アンケート調査だけでは十分に把握できない地域の状況や高齢者支援に関わる団体の意

向等について把握し、計画に反映させることを目的とした地域団体アンケート調査を実施しまし

た。地域包括支援センター

※

、地区福祉委員会、老人クラブ連合会、介護保険サービス協会を対象

として、アンケートの配布・回収により、地域における高齢者支援の課題や各団体の意向等を調

査しました。 

 
（２）市民、ケアマネジャー

※

等の参加によるワークショップの実施 

高齢者支援に関わる市民や介護支援専門員（ケアマネジャー）等の声を計画に反映させること

を目的として、本計画の策定期間中に、合計３回のワークショップを行いました。「高齢者をはじ

め、すべての川西市民が住み慣れた地域で健康で幸せに安全で安心して安らげる生涯を過ごすた

めには？」という課題についての、参加者相互の意見交換や議論を通じて、求められるニーズや

本市の課題が示されました。 

 
 
（３）川西市介護保険運営協議会での審議  

市民や有識者、保健・医療・福祉分野の団体の代表者等からなる川西市介護保険運営協議

会において、本市の介護保険事業を取り巻く現状や各種調査の結果を踏まえて、本計画につ

いて審議を行っています。 

 

 

（４）パブリックコメントの実施  

本計画について、広く市民の意見や提案を取り入れ、計画内容に反映させるために、パブ

リックコメントを実施します。 
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第２章 川西市の高齢者を取り巻く状況 

１．人口と世帯 

（１）年齢別人口 

近年の本市の人口はわずかに減少傾向ですが、高齢者数は増加が続いています。年齢人口

割合の推移をみると、65 歳から 74 歳までの割合は、平成 27 年以降は減少に転じています

が、75 歳以上の割合の増加が続いており、高齢化率（人口に占める 65 歳以上人口の割合）

も増加しています。 

 
■年齢別人口の推移 

 
 
■年齢別人口割合の推移 

 
  

64,333 62,797 61,397 59,979 58,813 57,775 

53,848 
53,576 

53,202 
53,222 52,996 52,846 

23,642 
24,365 

24,995 
24,975 

24,446 
23,685 

19,052 20,098 21,067 22,111 23,496 
24,812 

160,875 160,836 160,661 160,287 159,751 159,118 

0

40,000

80,000

120,000

160,000

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

(人）

総人口

75歳以上

65～74歳

40～64歳

０～39歳

40.0 39.0 38.2 37.4 36.8 36.3

33.5
33.3

33.1
33.2 33.2 33.2

14.7
15.1

15.6
15.6

15.3 14.9

11.8 12.5 13.1 13.8 14.7 15.6

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

(％）

75歳以上

65～74歳

40～64歳

０～39歳

資料：川西市住民基本台帳（各年９月 30日時点）

資料：川西市住民基本台帳（各年９月 30日時点）

※小数点第２位以下の四捨五入のため、合計が 100％にならない場合があります。 
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（２）人口ピラミッド 

本市の高齢者においては、都市開発にともなって転入してきた 65 歳から 79 歳までの世

代の人口が多くなっています。一方で、55 歳から 64 歳までの世代の人口は少なくなってお

り、将来的には 65 歳から 74 歳までの前期高齢者の減少と、75 歳以上の後期高齢者の増加

が見込まれます。 

 
■川西市人口ピラミッド（平成 29年） 

 

 
（３）高齢化率 

平成 29 年（９月 30 日現在）の本市の高齢化率（65 歳以上人口の割合）は 30.5％と３

割を超えており、国・県を上回って推移しています。75 歳以上人口の割合についても、平

成25年以降は国・県を上回って推移しており、平成29年には15.6％まで増加しています。 

 
■高齢化率の推移     ■75 歳以上人口割合の推移 

  

 

0 2,000 4,000 6,000 8,000

女性

02,0004,0006,0008,000
０-４歳
５-９歳
10-14歳
15-19歳
20-24歳
25-29歳
30-34歳
35-39歳
40-44歳
45-49歳
50-54歳
55-59歳
60-64歳
65-69歳
70-74歳
75-79歳
80-84歳
85-89歳
90歳以上

（人）

男性

平成

24年

平成

25年

平成

26年

平成

27年

平成

28年

平成

29年

川西市 26.5 27.6 28.7 29.4 30.0 30.5

兵庫県 24.3 25.3 26.3 27.1 27.8

全国 24.1 25.1 26.0 26.6 27.3

26.5

27.6

28.7

29.4

30.0

30.5

20.0

25.0

30.0

35.0

（％） 川西市 兵庫県 全国

平成

24年

平成

25年

平成

26年

平成

27年

平成

28年

平成

29年

川西市 11.8 12.5 13.1 13.8 14.7 15.6

兵庫県 11.7 12.1 12.4 12.7 13.3

全国 11.9 12.3 12.5 12.8 13.3

11.8

12.5

13.1

13.8

14.7

15.6

10.0

15.0

20.0

（％） 川西市 兵庫県 全国

資料：【川西市】川西市住民基本台帳（各年９月 30日時点）       

【全国・兵庫県】国勢調査に基づく推計人口（各年 10 月１日時点）

資料：川西市住民基本台帳（平成 29年９月 30日時点）
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（４）高齢者世帯数 

高齢者の増加にともない、高齢者のいる世帯数が増加しています。また、高齢者のみの夫

婦世帯数、高齢者単身世帯数といった、高齢者のみで構成されている世帯も増加が続いてい

ます。 

 
■高齢者世帯数の推移 

 
 
 
（５）高齢者世帯の割合 

一般世帯に占める高齢者のいる世帯の割合は、国・県を上回って推移しています。特に高

齢者のみの夫婦世帯の割合については、国・県を大きく上回っており、本市の特徴として高

齢者世帯における夫婦世帯が多いことがわかります。 

 
■高齢者のいる世帯の割合の推移  

   

10,388 
13,570 

17,372 

22,100 

26,100 
29,680 

1,548 2,686 4,192 

5,993 8,049 9,881 1,428 2,074 3,167 
4,653 5,981 7,468 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

（世帯）

高齢者のいる世帯数 うち高齢者のみの夫婦世帯数 うち高齢者単身世帯数

平成

２年

平成

７年

平成

12年

平成

17年

平成

22年

平成

27年

川西市 14.9 19.8 24.1 27.1 30.8 33.3

兵庫県 14.1 17.0 20.3 22.2 24.0 25.8

全国 12.8 15.8 18.8 20.8 22.4 24.2

14.9 

19.8 

24.1 

27.1 

30.8 

33.3 

0.0

20.0

40.0

(％）
川西市 兵庫県 全国

平成

２年

平成

７年

平成

12年

平成

17年

平成

22年

平成

27年

川西市 23.7 28.0 31.8 37.8 43.1 47.4

兵庫県 26.7 29.3 32.2 35.6 38.2 42.2

全国 26.4 29.1 32.2 35.1 37.3 40.7

23.7 

28.0 

31.8 

37.8 

43.1 

47.4 

0.0

20.0

40.0

60.0

(％）
川西市 兵庫県 全国

資料：国勢調査（各年 10月 1日時点）

資料：国勢調査（各年 10月 1日時点）

■高齢者のいる世帯に占める高齢者夫

婦のみの世帯の割合の推移 
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２．介護保険事業の状況 

（１）要支援・要介護認定者数の推移 

要支援・要介護認定者数は高齢化を反映して増加が続いています。近年では要支援１・２、

要介護１の割合が増加し、要介護３以上の割合は減少しています。要介護認定率は、高齢者

に占める後期高齢者の割合の増加を背景に、上昇傾向となっています。 

要介護度別の認定者の割合を国・県と比較すると、本市では要介護２以上の割合が低くな

っています。 

                   
■要支援・要介護認定者数及び認定率（第１号被保険者

※

）の推移 

 
 
■要介護度別認定者割合の推移 

 
  

1,104 1,286 1,438 1,630 1,774 1,782 
1,001 1,089 1,133 1,209 1,240 1,204 1,414 1,533 1,672 1,762 1,919 2,000 1,056 1,192 1,246 1,271 1,246 1,240 
866 

923 904 985 978 978 
766 

809 811 737 847 877 
667 

669 684 628 621 673 
6,874 

7,501 7,888 8,222 8,625 8,754 
15.7 16.4 16.7 17.1 17.6 18.1

0.0
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4.0
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20.0
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（％）
（人）

合計
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要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

認定率

16.1 17.1 18.2 19.8 20.6 20.4 

14.6 14.5 14.4 14.7 14.4 13.8 

20.6 20.4 21.2 21.4 22.2 22.8 

15.4 15.9 15.8 15.5 14.4 14.2 
12.6 12.3 11.5 12.0 11.3 11.2 
11.1 10.8 10.3 9.0 9.8 10.0 
9.7 8.9 8.7 7.6 7.2 7.7 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

（％）

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

資料：介護保険事業状況報告（各年９月 30日時点）

資料：介護保険事業状況報告（各年９月 30日時点）

※小数点第２位以下の四捨五入のため、合計が 100％にならない場合があります。 
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■要介護度別認定者割合の比較（平成 28年９月 30 日現在） 

 

 
 
 
（２）保険給付額の推移 

要支援・要介護認定者数の増加にともない、介護保険の給付額も増加が続いています。平

成 26 年度から平成 27 年度では、要支援・要介護認定者数は増加していますが、給付額の増

加幅はわずかとなっています。これは、平成 27 年度の報酬改定の影響が一因だと考えられ

ます。 

サービス別・要介護度別の給付金額の割合を国・県と比較すると、サービス別では大きな

違いはありませんが、要介護度別では要介護４・５の給付割合が、国・県より低くなってい

ます。サービス利用全体に占める要介護度の高い層の利用が、本市では少ないことになりま

す。 

 
■サービス別保険給付額（年度間累計額）の推移 

 
 
  

20.6 

18.7 

14.2 

14.4 

17.1 

13.8 

22.2 

17.9 

19.7 

14.4 

14.8 

17.4 

11.3 
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9.8 
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9.7 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

川西市

兵庫県

全国

（％）

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

3,940 4,216 4,381 4,684 5,159 5,471 5,623 5,486 
377 463 533 636 687 737 768 1,158 3,006 2,962 3,066 3,222 3,330 3,519 3,437 3,445 7,323 7,641 7,980 8,543 9,177 9,727 9,827 10,089 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

（百万円）
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施設介護
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地域密着型

介護サービ

ス

居宅介護

サービス

資料：介護保険事業状況報告

資料：介護保険事業状況報告

※小数点第２位以下の四捨五入のため、合計が 100％にならない場合があります。 

※小数点以下の四捨五入のため、合計が合わない場合があります。 
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■サービス別給付額割合（平成 27年度）  ■要介護度別給付額割合（平成 27 年度） 

  

※国・県と比較可能な介護保険事業状況報告年報は、平成 28 年度のデータが未公表のため、平成 27

年度の数値に基づいて比較しています。なお、小数点第２位以下の四捨五入のため、合計が 100％に

ならない場合があります。 

 
 
（３）年齢別に見た認定率 

人口に占める要支援・要介護認定者の割合である認定率は、年齢が上がるほど高くなりま

す。65 歳から 79 歳まで人口の割合の多い本市においては、今後急速に認定者数が増加する

ことが予想されます。本市の 65 歳以上人口における認定率を年齢別にみると、前期高齢者

の認定率は国・県を下回っていますが、後期高齢者では特に 85 歳以上の認定率が国・県を

上回っています。介護度別にみると、サービスニーズの大きい要介護３から５までの認定率

は後期高齢者のいずれの年代においても国・県を下回っている一方で、要支援１・２の認定

率は国より高くなっています。本市においては、全国的な傾向と比較すると、介護度の高い

認定者が少ない傾向にあると言うことができ、このことは給付費に占める要介護４・５の割

合が低いこととも関連して、本市の特徴となっています。 
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資料：介護保険事業状況報告
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■年齢別認定率の比較（前期高齢者） 

 
 

 

※認定率（人口に占める認定者の割合）を国・県と比較するために必要なデータとして、国の統計で

ある「住民基本台帳に基づく人口」が平成 29年１月１日時点の住民基本台帳人口データを公表して

いるため、最も近い時点の認定者数データとして、介護保険事業状況報告平成 28 年 12 月月報（平

成 28 年 12 月 31 日時点）の認定者数を用いて、認定率を算出しています。 

 
 
 
■年齢別認定率の比較（後期高齢者） 

 

※認定率（人口に占める認定者の割合）を国・県と比較するために必要なデータとして、国の統計で

ある「住民基本台帳に基づく人口」が平成 29年１月１日時点の住民基本台帳人口データを公表して

いるため、最も近い時点の認定者数データとして、介護保険事業状況報告平成 28 年 12 月月報（平

成 28 年 12 月 31 日時点）の認定者数を用いて、認定率を算出しています。 
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資料：介護保険事業状況報告（平成 28 年 12月月報）

  

資料：介護保険事業状況報告（平成 28 年 12月月報）  

住民基本台帳に基づく人口（平成 29年１月１日）
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（４）介護保険サービスの実施状況 

① 介護予防給付費の計画値と実績値の比較 

   平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度（見込） 

居宅サービス 

 介護予防訪問介護 

計画値（円） 167,604,000  174,234,000  119,604,000  

実績値（円） 168,883,710 165,637,016  79,703,069  

達成率（％） 100.8  95.1  66.6  

 

介護予防訪問入浴介護 

計画値（円） 0  0  0  

実績値（円） 0  8,030  0 

達成率（％） - - - 

 

介護予防訪問看護 

計画値（円） 10,917,000  11,642,000  12,623,000  

実績値（円） 21,583,983 30,709,766 43,621,619  

達成率（％） 197.7  263.8  345.6  

 

介護予防訪問リハビリ 

テーション 

計画値（円） 5,066,000  5,706,000  6,767,000  

実績値（円） 5,324,640  5,533,170 5,990,129  

達成率（％） 105.1  97.0  88.5  

 

介護予防居宅療養管理指導 

計画値（円） 6,175,000  7,241,000  8,536,000  

実績値（円） 8,093,980 8,173,228 10,287,055  

達成率（％） 131.1  112.9  120.5  

 

介護予防通所介護 

計画値（円） 353,557,000 436,516,000 291,341,000 

実績値（円） 296,033,874 313,881,885 155,354,049 

達成率（％） 83.7  71.9  53.3  

 

介護予防通所リハビリ 

テーション 

計画値（円） 27,625,000  31,145,000  35,949,000  

実績値（円） 19,485,708 19,796,954 19,581,367 

達成率（％） 70.5  63.6  54.5  

 

介護予防短期入所生活介護 

計画値（円） 5,143,000  5,146,000  5,146,000  

実績値（円） 3,840,090 3,221,439 5,145,044 

達成率（％） 74.7  62.6  100.0  

 

介護予防短期入所療養介護 

計画値（円） 0  0  0  

実績値（円） 9,196  0  0  

達成率（％） - - - 

 介護予防福祉用具貸与 

計画値（円） 31,912,000  37,580,000  44,565,000  

実績値（円） 37,190,271 38,505,577 41,578,766 

達成率（％） 116.5  102.5  93.3  

 特定介護予防福祉用具販売 

計画値（円） 6,270,000  6,706,000  7,103,000  

実績値（円） 5,711,199  4,653,033 6,763,779  

達成率（％） 91.1  69.4 95.2  

 介護予防住宅改修 

計画値（円） 45,094,000  49,084,000  53,073,000  

実績値（円） 42,863,476  36,692,284 30,737,891  

達成率（％） 95.1  74.8  57.9  

 

介護予防特定施設入居者 

生活介護 

計画値（円） 48,523,000  62,778,000  72,780,000  

実績値（円） 29,463,747  30,921,366 49,549,322 

達成率（％） 60.7  49.3  68.1  
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 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度（見込） 

地域密着型サービス

※

 

 

介護予防認知症対応型通所介護 

計画値（円） 0  0  0  

実績値（円） 0  0  0  

達成率（％） - - - 

介護予防小規模多機能型 

居宅介護 

計画値（円） 13,002,000  20,913,000  22,434,000  

実績値（円） 8,892,306 10,611,137 12,813,012  

達成率（％）  68.4  50.7 57.1  

介護予防認知症対応型 

共同生活介護 

計画値（円） 2,721,000  2,716,000  2,716,000  

実績値（円） 2,859,399 2,474,475 0  

達成率（％） 105.1  91.1  0.0  

介護予防支援 

計画値（円） 96,615,000  114,019,000  135,053,000  

実績値（円） 98,160,019 101,162,178 101,418,697  

達成率（％） 101.6  88.7  75.1  

予防給付費計 

計画値（円） 820,224,000 965,426,000 817,690,000 

実績値（円） 748,395,598 771,981,538 562,543,799  

達成率（％） 91.2  80.0  68.8  



17 

② 介護給付費の計画値と実績値の比較 

  平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度（見込） 

居宅サービス 

 訪問介護 

計画値（円） 893,157,000  893,398,000  893,639,000  

実績値（円） 889,677,839 923,641,377 956,094,172  

達成率（％） 99.6  103.4  107.0  

 

訪問入浴介護 

計画値（円） 54,001,000  57,974,000  67,098,000  

実績値（円） 53,151,119 51,406,181 66,372,202  

達成率（％） 98.4  88.7  98.9  

 

訪問看護 

計画値（円） 235,767,000  251,210,000  267,764,000  

実績値（円） 258,938,344 300,996,646 355,101,722  

達成率（％） 109.8  119.8  132.6  

 

訪問リハビリテーション 

計画値（円） 50,653,000  60,826,000  72,896,000  

実績値（円） 37,332,465 45,028,510 48,849,891  

達成率（％） 73.7  74.0  67.0  

 

居宅療養管理指導 

計画値（円） 120,653,000  140,216,000  164,315,000  

実績値（円） 123,806,161 143,320,143 167,161,569  

達成率（％） 102.6  102.2  101.7  

 

通所介護 

計画値（円） 1,559,454,000  1,133,475,000  1,266,783,000  

実績値（円） 1,463,398,900 1,130,276,846 1,170,188,979  

達成率（％） 93.8  99.7 92.4  

 

通所リハビリテーション 

計画値（円） 214,102,000  216,101,000  226,165,000  

実績値（円） 201,490,227 195,983,676 214,113,781  

達成率（％） 94.1  90.7  94.7  

 

短期入所生活介護 

計画値（円） 379,375,000  401,587,000  432,530,000  

実績値（円） 322,456,511 331,184,602 346,520,569  

達成率（％） 85.0  82.5  80.1  

 

短期入所療養介護 

計画値（円） 38,124,000  42,216,000  46,670,000  

実績値（円） 41,850,358 39,428,464 45,293,841  

達成率（％） 109.8  93.4  97.1  

 

福祉用具貸与 

計画値（円） 264,081,000  274,922,000  288,411,000  

実績値（円） 260,790,944 275,452,600 295,078,993  

達成率（％） 98.8  100.2  102.3  

 

特定福祉用具販売 

計画値（円） 12,356,000  12,648,000  12,940,000  

実績値（円） 16,021,288 15,872,778 16,521,461  

達成率（％） 129.7  125.5  127.7  

 

住宅改修 

計画値（円） 48,402,000  52,241,000  56,383,000  

実績値（円） 42,020,720 40,706,704 36,175,701  

達成率（％） 86.8  77.9  64.2  

 

特定施設入居者生活介護 

計画値（円） 790,112,000  883,709,000  1,034,829,000  

実績値（円） 647,691,456 679,345,794 801,533,732  

達成率（％） 82.0  76.9  77.5  
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 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度（見込） 

地域密着型サービス 

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

計画値（円） 0  46,632,000  50,871,000  

 
実績値（円） 3,526,403 26,350,730 82,054,328  

 
達成率（％） - 56.5  161.3  

 

認知症対応型通所介護 

計画値（円） 50,665,000 51,438,000 52,513,000  

 

実績値（円） 37,566,688 19,982,607 13,376,869 

 

達成率（％） 74.1  38.8 25.5  

 

小規模多機能型居宅介護 

計画値（円） 173,804,000 247,024,000  258,525,000  

 

実績値（円） 160,170,515 182,428,204 212,324,064  

 

達成率（％） 92.2  73.9 82.1  

 

認知症対応型共同生活介護 

計画値（円） 592,478,000 591,526,000 591,526,000  

 

実績値（円） 542,527,315 540,783,000 544,587,793 

 

達成率（％） 91.6  91.4  92.1  

 
地域密着型介護老人福祉施設 

入所者生活介護 

計画値（円） 0 0 80,987,000 

 

実績値（円） 12,000,220 10,184,555 10,324,272 

 

達成率（％） - -  12.7  

 

地域密着型通所介護 

計画値（円） 0 492,074,000 550,937,000 

 

実績値（円） 0 365,078,892 451,618,797 

 

達成率（％） - 74.2  82.0  

施設サービス 

 

介護老人福祉施設 

計画値（円） 2,316,891,000  2,419,273,000  2,511,392,000  

実績値（円） 2,171,745,025 2,219,627,208 2,297,016,236  

達成率（％） 93.7  91.7  91.5  

介護老人保健施設 

計画値（円） 977,820,000  1,005,922,000  1,042,193,000  

実績値（円） 900,322,480 874,554,247 839,670,971  

達成率（％） 92.1  86.9  80.6  

介護療養型医療施設 

計画値（円） 424,005,000  423,324,000  423,324,000  

実績値（円） 365,170,788 350,529,798 331,228,993  

達成率（％） 86.1  82.8  78.2  

居宅介護支援 

計画値（円） 516,755,000  541,474,000  573,933,000  

実績値（円） 527,475,295 554,556,941 584,116,542  

達成率（％） 102.1  102.4  101.8  

  

介護給付費計 

計画値（円） 9,712,655,000  10,239,210,000  10,966,624,000  

実績値（円） 9,079,976,494  9,316,720,503 9,885,325,478  

達成率（％） 93.5  91.0  90.1    
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３．将来推計 

（１）人口推計 

本市の人口は、今後緩やかな減少傾向が予想される一方で、65 歳以上人口については、

増加が続く見込みです。 

 

 
※各年９月 30日時点 平成 30 年から 32 年までは第５次川西市総合計画（計画期間：平成 25～34

年度）の策定に係る将来人口推計報告書（平成 24年３月）に基づき算出。平成 37 年は長寿・介

護保険課で総合計画

※

を用いて推計した数値 

 
（２）被保険者数の推計 

年齢別被保険者数については、緩やかに増加が続きますが、その後減少に転じる予想とな

っています。年齢別の内訳をみると、65 歳から 69 歳までの減少が続く一方で、75 歳以上

の増加が見込まれます。 

 

※各年９月 30日時点 平成 30 年以降は長寿・介護保険課で人口推計を用いて推計した数値 

20,777 20,394 20,013 19,551 19,082 18,622 16,951 

39,202 38,419 37,762 37,250 36,785 36,212 

33,378 

53,222 
52,996 52,846 52,886 52,891 52,988 
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22,053 21,674 

17,112 
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25,761 
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30,975 
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150,604 

0
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160,000
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（３）要支援・要介護認定者数の推計 

75 歳以上人口の増加にともない、引き続き認定者数の増加が予想されます。平成 29 年の実

績を基準とすると、平成32年までに815人（9.3％）の増加、平成37年までに2,416人（27.6％）

の増加を見込んでいます。 

 

※各年９月 30日時点 平成 30年以降は長寿・介護保険課で人口推計を用いて推計した数値 
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４．アンケート調査結果からみた現状 

（１）調査の概要 

本計画の策定にあたり、本市の高齢者の生活状況や意識、在宅介護

※

の実態を明らかにし、

策定の基礎資料とすることを目的として、２種類のアンケート調査を実施しました。「介護予

防・日常生活圏域ニーズ調査」は地域の要介護認定者を除く 65 歳以上の高齢者を対象に、普

段の生活実態等を把握するため実施し、「在宅介護実態調査」は主に在宅で要支援・要介護認

定を受けている方を対象に、高齢者等の適切な在宅生活の継続と家族等介護者の就労継続に

有効な介護保険サービスのあり方を検討するため実施しました。 

調査の方法とアンケートの回収結果は以下の通りです。 

 
■アンケート調査の方法 

調査種別 調査対象 調査期間 調査方法 

介護予防・日常生活 

圏域ニーズ調査 

要介護認定を受けていない

65 歳以上の方 

（H29.2.1 現在） 

H29.3.3（金） 

～ 

H29.3.17（金） 

・調査票による本人記入方式 

・郵送配布、郵送回収による調査 

在宅介護実態調査 

市内在住の要支援・要介護

認定を受けている65歳以上

の方（H29.2.1 現在） 

H29.2.24（金） 

～ 

H29.3.10（金） 

・調査票による本人記入方式 

・郵送配布、郵送回収による調査 

 
■回収結果 

調査種別 調査票配布数 有効回収数 有効回収率 

介護予防・日常生活 

圏域ニーズ調査 

4,000 件 3,596 件 89.9％ 

在宅介護実態調査 999 件 854 件 85.5％ 

 
■グラフの見方 

○回答結果は、有効サンプル数に対して、それぞれの回答の占める割合を示しています。小

数第２位を四捨五入しているため、単数回答（複数の選択肢から１つの選択肢を選ぶ方式）

であっても合計値が 100.0％にならない場合があります。このことは、本報告書内の分析

文、グラフ、表においても同様です。 

○複数回答（複数の選択肢から２つ以上の選択肢を選ぶ方式）の設問の場合、選択肢ごとの

有効回答数に対して、それぞれの回答の占める割合を示しています。そのため、合計が

100.0％を超える場合があります。 

○図表中において、「不明・無回答」とあるものは、回答が示されていない、または回答の判

別が困難なものです。 

○グラフ及び表のＮ数（number of case）、「サンプル数」は、有効標本数（集計対象者総

数）を表しています。 
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（２）介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（結果の抜粋） 

① 介護・介助の必要 

何らかの介護・介助を必要としている人は、11.9％、そのうち 7.1％は介護・介助を受けてい

ないと回答しています。世帯類型別にみると、本市に多い高齢者夫婦世帯では、介護・介助を必

要としている人や何らかの介護を受けている人の割合が低く、「介護・介助を必要としている」と

回答した人のうち、実際に介護・介助を受けている割合も低くなっています。 

 
■あなたは、普段の生活でどなたかの介護・介助が必要ですか（単数回答） 

 
 
■世帯類型別にみた介護・介助の必要性（複数回答） 

 
 
  

86.3 7.1 4.8 1.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=3,596）

介護・介助は必要ない

何らかの介護・介助は必要だが、現在は受けていない

現在、何らかの介護を受けている

不明・無回答

15.6 

6.9 

0.0 

1.1 

1.9 

0.4 

4.5 

11.7 

4.1 

2.9 

0.5 

1.0 

0.1 

1.2 

12.9 

5.9 

0.9 

1.8 

2.9 

2.5 

0.2 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0

普段の生活で介護・介助を必要としている

現在なんらかの介護を受けている

配偶者の介護・介助を受けている

息子の介護・介助を受けている

娘の介護・介助を受けている

子の配偶者の介護・介助を受けている

介護サービスのヘルパーの介護・介助を受けている

（％）

一人暮らし（N=533）

高齢夫婦世帯（N=1,753）

子との２世帯（N=443）
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② 外出の頻度 

８割以上の人は週に２回以上外出していますが、外出の頻度が週１回以下で閉じこもり傾向が

見られる人が約 17％となっています。 

 
■週に 1回以上は外出していますか（単数回答） 

 
③ 会・グループ等への参加（各分野単数回答） 

スポーツや趣味関係のグループについては、週１回以上の参加率が１割を超えており、参加し

ている人が比較的多くなっています。一方で、老人クラブや町内会・自治会といった地域の団体

については、参加率が低く、参加していても年に数回という割合が高くなっており、日常的な高

齢者の活動の場には、あまりなっていないことがうかがえます。 

 
■以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか 

 

4.8 12.0 46.2 36.0 1.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=3,596）

ほとんど外出しない 週１回 週２～４回 週５回以上 不明・無回答

4.2 

18.2 

14.5 

3.7 

1.5 

1.8 

14.9 

4.5 

5.5 

16.0 

5.3 

2.9 

4.7 

1.8 

4.1 

3.0 

5.1 

3.3 

3.0 

16.7 

1.4 

58.2 

48.9 

43.9 

57.5 

62.1 

48.7 

54.2 

28.9 

24.4 

20.5 

30.2 

30.6 

28.1 

27.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①ボランティアのグループ

②スポーツ関係の

グループやクラブ

③趣味関係のグループ

④学習・教養サークル

⑤老人クラブ

⑥町内会・自治会

⑦収入のある仕事

全体（N=3,596）

週１回以上 月１～３回 年に数回 参加していない 不明・無回答
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④ 地域で暮らし続けるために必要なサービス（複数回答） 

無回答を除くと、外出の際の移動支援サービスが最も多く、次いで介護予防

※

を含めた健康事業

が多くなっています。 

 
■あなたが住んでいる地域でずっと暮らし続けるためには、介護保険サービス以外にどのよ

うなサービスがあればよいですか 

 

 
⑤ 地域で暮らし続けるために必要な施設（複数回答） 

「医療施設」という回答が特に多くなっており、次いで「介護施設」が多くなっています。地域

で暮らし続ける上で医療や介護の環境を重視している人が多いことがうかがえます。 

 
■あなたが住んでいる地域でずっと暮らし続けるためにはどのような施設が必要ですか 

 

  

27.1 

19.9 

16.8 

14.0 

12.8 

5.5 

34.4 

0% 10% 20% 30% 40%

外出の際の移動支援サービス

介護予防を含めた健康事業

定期的に声をかけてくれる見守り

草引きや簡単な家事をしてくれるボランティア

買い物代行サービス

その他

不明・無回答

全体（N=3,596）

36.0 

27.3 

20.6 

11.8 

10.7 

8.2 

6.2 

4.7 

25.6 

0% 10% 20% 30% 40%

医療施設

介護施設

コンビニやスーパー

子どもや高齢者が食事ができる食堂

幅広い年代が集まれる場所

高齢者の働く場所

銀行や郵便局

その他

不明・無回答

全体（N=3,596）
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⑥ 健康の秘訣（複数回答） 

健康の秘訣については、バランスの良い食事、定期的な受診、十分な睡眠といった回答が上位

となっています。 

 
■あなたの健康の秘訣はなんですか 

 
 

  

55.1 

53.5 

49.0 

47.2 

43.1 

38.2 

20.1 

14.3 

8.5 

7.8 

6.3 

0% 20% 40% 60%

肉、魚、野菜、乳製品などバランスの良い食事をとっている

定期的に受診している

睡眠を十分とっている

水分を十分にとるようにしている

定期的にウォーキングなど自分で運動している

起床・就寝時間を決めている

がん検診など健診を受けている

ストレス解消法がある

スポーツジムに通っている

新しいことにチャレンジしている

不明・無回答

全体（N=3,596）
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⑦ 要介護リスク 

回答者の身体の状況や運動の状況、外出、食事、心の状況等から、要介護となるリスクのある

人がどの程度いるかを算出しました。現在要介護認定

※

を受けていない人の中にも、リスクありと

判定される人が含まれており、適切な介護予防の取り組みが必要となります。 

最も該当者が多い「うつ傾向」については、「気分が沈んだり、ゆううつな気持ちになったりす

ることがある」、「どうしても物事に対して興味がわかない、心から楽しめない感じがよくある」

といった心の状態を経験している高齢者が多くなっています。 

「運動器の機能低下」や「転倒リスク」は、高齢者の寝たきりの重大な要因です。今後、日常

生活や外出に支援を必要とする可能性の高い人の割合を示しています。「口腔機能の低下」は食事

について支援が必要となったり、誤嚥等のリスクのある人の割合を示しています。また、「低栄養」

については、該当者は少なくなっていますが、食欲の低下や食事が食べにくいなどの理由から食

事量が減っている可能性があり、介護予防に向けた支援が必要な度合いは比較的高いと考えられ

ます。 

 
■要介護リスク判定結果 

 

 
  

12.9 

29.4 

16.8 

1.2 

22.4 

39.2 

85.5 

69.3 

82.2 

92.5 

75.2 

57.8 

1.6 

1.3 

1.0 

6.3 

2.4 

3.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

運動器の機能低下

転倒リスク

閉じこもり傾向

低栄養

口腔機能の低下

うつ傾向

あり なし 判定不能

全体（N=3,596）
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（３）在宅介護実態調査 

① 主な介護者について 

在宅で生活する要支援・要介護認定者の主な介護者については、「配偶者」が約３割、「子」ま

たは「子の配偶者」が約６割となっています。主な介護者の年齢は 50 歳代が最も多くなってい

ますが、60歳代以上が約６割、70歳代以上が約３割となっており、老々介護の実態があります。 

 
■主な介護者の続柄（単数回答） 

 
 
■主な介護者の年齢（単数回答） 

 
  

33.3 

51.1 

9.2 

0.2 

2.0 

1.6 

2.5 

0% 20% 40% 60%

配偶者

子

子の配偶者

孫

兄弟・姉妹

その他

不明・無回答

全体（N=489）

0.4 

0.0 

0.4 

7.4 

29.0 

26.4 

20.2 

13.7 

0.0 

2.5 

0% 10% 20% 30%

20歳未満

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳以上

わからない

不明・無回答

全体（N=489）
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② 在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス 

在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービスでは、「移送サービス」や「外出同行」について

は世帯類型を問わず多くの回答があり、在宅で生活する要支援・要介護認定者世帯で、支援ニー

ズが高いことがうかがえます。また、世帯類型による差が大きく出ているものがあり、特に単身

世帯では「配食」、「掃除・洗濯」、「外出同行」、「買い物」、「ゴミ出し」、「見守り、声かけ」など、

日常的な生活支援のニーズが高くなっています。高齢者の単身世帯が増加することで、これらの

生活支援ニーズが高まることが考えられます。 

 
■世帯類型別にみた在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス（複数回答） 

 

22.3 

14.8 

33.2 

20.7 

23.0 

28.5 

27.0 

23.8 

9.0 

5.5 

18.0 

9.0 

15.1 

12.6 

21.2 

14.8 

9.5 

21.5 

34.5 

11.7 

7.7 

4.3 

24.0 

16.6 

10.6 

5.7 

15.1 

9.0 

9.0 

22.4 

25.3 

15.1 

11.0 

4.9 

31.8 

15.1 

0% 10% 20% 30% 40%

配食

調理

掃除・洗濯

買い物（宅配は含まない）

ゴミ出し

外出同行（通院、買い物など）

移送サービス（介護・福祉タクシー等）

見守り、声かけ

サロン※などの定期的な通いの場

その他

特になし

不明・無回答

単身世帯（N=256） 夫婦のみ世帯（N=325） その他（N=245）
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③ 介護者が不安に感じること 

在宅生活の継続にあたり、主な介護者が不安に感じることをみると、「外出の付き添い、送迎等」

が最も多く、次いで「その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）」、「認知症状への対応」、「食事の準

備（調理等）」が続いています。外出や生活の支援に不安を感じている介護者が多くなっています。 

 
■現在の生活を継続していくにあたって、主な介護者の方が不安に感じる介護等（複数回答） 

 

 
 

④ 主な介護者の就労状況（単数回答） 

主な介護者の勤務形態は、「働いていない」が約５割、「フルタイム」と「パートタイム」がそ

れぞれ約２割となっています。 

また、働いている主な介護者の働き方の調整については、「特に行っていない」が約４割、「労

働時間を調整しながら働いている」が約３割、「休暇を取りながら働いている」が約２割となって

います。半数以上の人が、何らかの調整をしながら在宅介護を行っていることになります。 

 
■主な介護者の方の現在の勤務形態 

 

33.7 

31.1 

29.4 

28.4 

24.3 

23.5 

23.3 

17.2 

15.5 

14.9 

9.2 

7.8 

7.2 

5.3 

12.3 

6.7 

3.9 

8.0 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

外出の付き添い、送迎等

その他の家事（掃除、洗濯、買い物 等）

認知症状への対応

食事の準備（調理等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

夜間の排泄

入浴・洗身

日中の排泄

屋内の移乗・移動

服薬

医療面での対応（経管栄養、ストーマ 等）

食事の介助（食べる時）

衣服の着脱

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

その他

不安に感じていることは、特にない

主な介護者に確認しないと、わからない

不明・無回答

全体（N=489）

17.0 18.8 50.9 1.2 12.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=489）

フルタイムで働いている パートタイムで働いている

働いていない 主な介護者に確認しないと、わからない

不明・無回答
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■介護をするにあたっての主な介護者の方の働き方調整等について（単数回答） 

 

 
⑤ 主な介護者の就労の継続について（単数回答） 

就労継続の見込みを主な介護者の勤務形態別にみると、「問題なく、続けていける」は１割台に

とどまっていますが、「問題はあるが、何とか続けていける」を合わせると７割台が就労を継続で

きる見込みだと回答しています。 

 

■主な介護者の勤務形態別にみた就労継続見込み 

 
 

40.6 

32.0 

16.6 

5.1 

13.7 

2.9 

2.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

特に行っていない

介護のために、「労働時間を調整」しながら、働いている

介護のために、「休暇」を取りながら、働いている

介護のために、「在宅勤務」を利用しながら、働いている

介護のために、上記以外の調整をしながら、働いている

主な介護者に確認しないと、わからない

不明・無回答

15.7 

10.9 

56.6 

67.4 

10.8 

8.7 

12.0 

8.7 

2.4 

2.2 

2.4 

2.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

フルタイムで働いている

（N=83）

パートタイムで

働いている（N=92）

問題なく、続けていける 問題はあるが、何とか続けていける

続けていくのは、やや難しい 続けていくのは、かなり難しい

主な介護者に確認しないと、わからない 不明・無回答
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５．日常生活圏域の状況 

（１）日常生活圏域について 

 日常生活圏域とは、高齢者が地域において安心して日常生活を営むことができるようにす

るために、地理的条件、人口、交通、その他の社会的条件、施設の整備の状況などを総合的

に勘案して定める圏域です。これは市町村が高齢者福祉施策や介護保険事業という公的サー

ビスの提供を展開していく区域となります。 

 本市では、以下の７地区を日常生活圏域（おおむね中学校区）に設定しています。 

     

多田圏域 

人口 23,625 人 

高齢者数 6,112 人 

高齢化率 25.9％ 

認定率 16.9％ 

明峰圏域 

人口 15,032 人 

高齢者数 4,955 人 

高齢化率 33.0％ 

認定率 12.7％ 

 

緑台圏域 

人口 14,454 人 

高齢者数 6,029 人 

高齢化率 41.7％ 

認定率 18.5％ 

 

川西南圏域 

人口 23,639 人 

高齢者数 6,900 人 

高齢化率 29.2％ 

認定率 20.5％ 

 

川西圏域 

人口 29,470 人 

高齢者数 8,251 人 

高齢化率 28.0％ 

認定率 20.7％ 

 

清和台圏域 

人口 19,999 人 

高齢者数 5,924 人 

高齢化率 29.6％ 

認定率 15.9％ 

 

東谷圏域 

人口 32,899 人 

高齢者数 10,326 人 

高齢化率 31.4％ 

認定率 17.4％ 

川西市全体 

人口 159,118 人 

高齢者数 48,497 人 

高齢化率 30.5％ 

認定率 17.8％ 

 
※高齢化率は 65 歳以上人口の割合、認定率は、65 歳以上の人口に対する要支援・要介護認定者数の割

合です。川西市全体の認定率は、圏域との比較のために、市外在住者を除いて算出しています。 
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（２）日常生活圏域の内訳について 

  

川西南地区川西南地区川西南地区川西南地区 
（ｱｲｳｴｵ順） 

カ 
サ 
ハ 
マ 

加茂１～６丁目       久代１～６丁目 
栄根２丁目（１～６番除く） 下加茂１～２丁目 
東久代１～２丁目 
南花屋敷１～４丁目 

川西地区川西地区川西地区川西地区 
（ｱｲｳｴｵ順） 

ア 
カ 
サ 
タ

ハ 
 
マ 

鶯の森町  小花１～２丁目  小戸１～３丁目 
霞ケ丘１～２丁目  絹延町 
栄町  栄根１丁目・栄根２丁目１～６番 

 滝山町（８番除く） 中央町  寺畑１～２丁目  出在家町 
 花屋敷１～２丁目  花屋敷山手町  萩原１丁目  日高町   
火打１～２丁目 

 丸の内町  満願寺  満願寺町  松が丘町  美園町 

明峰地区明峰地区明峰地区明峰地区 
（ｱｲｳｴｵ順） 

ア 
カ 
タ 
ナ 
ハ 
マ 
ヤ 

鶯台１～２丁目    鶯が丘 
錦松台 
滝山町８番 

 西多田１丁目１番・２番  西多田字上平井田 
 萩原２～３丁目    萩原台東１～２丁目   萩原台西１～３丁目 
 南野坂１～２丁目   南野山 
 湯山台１～２丁目   湯山裏 

多田地区多田地区多田地区多田地区 
（ｱｲｳｴｵ順） 

サ 
タ 
 
ナ 
ハ 
ヤ 

新田１～３丁目  新田 
多田院１～２丁目 多田院 多田院多田所 多田院西１～２丁目  
多田桜木１～２丁目 鼓が滝１～３丁目 

 西多田（明峰小学校区除く） 西多田１丁目（１・２番除く）・２丁目 
 東多田１～３丁目  東多田  平野１～３丁目  平野 
 矢問１～３丁目  矢問東町 

緑台地区緑台地区緑台地区緑台地区 
（ｱｲｳｴｵ順） 

カ 
サ 
マ 

向陽台１～３丁目 
水明台１～４丁目   清流台 

 緑台１～７丁目 

清和台地区清和台地区清和台地区清和台地区 
（ｱｲｳｴｵ順） 

ア 
カ 
サ 
マ 
ヤ 
ワ 

赤松 石道 芋生 
けやき坂１～５丁目 

 清和台東１～５丁目  清和台西１～５丁目 
 虫生 
 柳谷 
 若宮 

東谷地区東谷地区東谷地区東谷地区 
（ｱｲｳｴｵ順） 

カ 
サ 
タ 
 
ナ 

国崎 黒川 下財町 
笹部１～３丁目 笹部 
大和東１～５丁目  
大和西１～５丁目 
長尾町 西畦野１～２丁目  
西畦野 

ハ 
 
 
マ 
  
 
 
ヤ 

一庫１～３丁目 一庫 
東畦野１～６丁目 
東畦野山手１～２丁目 東畦野 
丸山台１～３丁目 
見野１～３丁目 
緑が丘１～２丁目 
美山台１～３丁目 
山原１～２丁目 山原 山下町  
山下 横路 
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（３）圏域別の状況について 

 圏域の状況を多角的に示すために、いくつかの指標について市平均との比較を行っていま

す。それぞれの指標の考え方や算出方法は以下の通りです。 

 

指標 内容・考え方 

高齢化率 圏域の人口に占める 65 歳以上人口の割合です。 

後期高齢化率 圏域の人口に占める 75 歳以上人口の割合です。 

認定率 65 歳以上人口に占める要支援・要介護認定者数の割合です。 

市内調整認定率 

認定率は圏域の高齢者の年齢構成によって大きく左右されるため、圏域の

高齢者が要支援・要介護認定を受ける人が多い傾向にあるかどうかを調べ

るには年齢構成の影響を取り除く必要があります。市内調整認定率は、圏

域の高齢者の年齢構成が市全体と同じ割合だったと仮定して算出する認定

率で、この数値が市平均より高ければ、認定を受ける人が多い傾向、低け

れば少ない傾向であることになります。 

単身高齢者率 

アンケート調査から、単身で生活する高齢者の割合です。見守り等のニー

ズが高い人がどれくらいいるかを示すものです。 

高齢者夫婦のみ世帯率 

アンケート調査から、夫婦のみの世帯で生活する高齢者の割合です。将来

的に、支援ニーズが高まることが予想されます。 

閉じこもり傾向 

アンケート調査から週に１回以下しか外出しない高齢者の割合です。閉じ

こもり傾向は要介護リスクを高めたり、生きがいの喪失につながる恐れが

あります。 

要介護リスクあり 

アンケート調査の回答から算出された要介護リスクの内、運動器機能低下、

転倒リスク、口腔機能低下、低栄養のいずれかに該当した高齢者の割合で

す。この数値が高い圏域では、要介護リスクのある人が多く、介護予防

※

の

取り組みの充実が課題となります。 

生きがいあり 生きがいがあると回答した人の割合です。 

外出手段自動車依存 

徒歩以外の外出手段が「自動車（自分で運転）」か「自動車（人に乗せても

らう）」のみの割合です。この割合が高い地域では、自動車を使えない高齢

者が交通弱者となる可能性が高いと考えられます。 

健康・介護予防意識 

アンケート調査で「あなたの健康の秘訣は何ですか」という質問について、

「定期的にウォーキングなど自分で運動している」「スポーツジムに通って

いる」「肉、魚、野菜、乳製品などバランスの良い食事をとっている」「水

分を十分にとるようにしている」「睡眠を十分とっている」「起床・就寝時

間を決めている」「ストレス解消法がある」「新しいことにチャレンジして

いる」「定期的に受診している」「がん検診など健診を受けている」のうち、

４つ以上を回答している人の割合です。この割合が高い圏域では、健康づ

くりや介護予防への意識が高い人が多いと考えられます。 

地域活動参加意向 

アンケート調査で、「地域住民の有志によって、健康づくり活動や趣味等の

グループ活動を行って、いきいきした地域づくりを進めるとしたら、あな

たはその活動に参加者として参加してみたいと思いますか」という質問に

対し「ぜひ参加したい」または「参加してもよい」と回答した人の割合で

す。この割合が高い圏域は、地域づくり活動への参加意向のある人が多い

と考えられます。 
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① 川西南地区 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■地区の概況（平成 29年 9 月 30 日現在） 

人口 23,639 人 要支援・要介護認定者数 1,413 人 

 高齢者数 6,900 人  要支援認定者数 425 人 

 高齢化率 29.2％  要介護認定者数 988 人 

 後期高齢者数 3,697 人 認知症自立度

※

 1,000 人 

 後期高齢者の割合 15.6％  軽度（Ⅰ～Ⅱｂ） 650 人 

認定率 20.5％  中重度（Ⅲａ～Ｍ） 350 人 

地域密着型サービス事業所 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 事業者数 1 か所 

 認知症対応型通所介護 事業者数（定員数） 1 か所(10 人) 

 小規模多機能型居宅介護 事業者数（定員数） 1 か所(25 人) 

 認知症対応型共同生活介護 事業者数（定員数） 1 か所(27 人) 

 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 事業者数（定員数） － 

 地域密着型通所介護 事業者数（定員数） 3 か所（60人） 

認知症カフェ 1 か所 

  

★：川西南地域包括支援センター 

【脳活

※

自主グループ同窓会の様子】 
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■統計・アンケート調査等から見た地区の状況 

項目 川西南 市平均 項目 川西南 市平均 

高齢化率 29.229.229.229.2％％％％    30.5％ 閉じこもり傾向 19.119.119.119.1％％％％    16.9％ 

後期高齢者の割合 15.615.615.615.6％％％％    15.6％ 要介護リスクあり 45.045.045.045.0％％％％    43.1％ 

認定率 20.520.520.520.5％％％％    17.8％ 生きがいあり 65.065.065.065.0％％％％    71.5％ 

市内調整認定率 19.019.019.019.0％％％％    17.8％ 外出手段自動車依存 12.712.712.712.7％％％％    16.7％ 

単身高齢者率 15.715.715.715.7％％％％    15.0％ 健康・介護予防意識 42.042.042.042.0％％％％    47.6％ 

高齢者夫婦のみ世帯率 47.647.647.647.6％％％％    49.6％ 地域活動参加意向 56.556.556.556.5％％％％    63.9％ 

 
■将来推計 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

高齢化率、後期高齢者の割合は市内では低い方です。将来的にも、高齢化の水準は市

内では低く推移します。一方で、調整認定率はやや高くなっており、要支援・要介護の

認定を受ける人が多い傾向となっています。将来的には、認定者数が大幅に増加する見

込みです。閉じこもり傾向のある高齢者の割合はやや高く、生きがいがあると回答した

高齢者の割合はやや低くなっています。生きがいづくりや外出の促進により、介護予防

につなげていく取り組みが求められます。 
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② 川西地区 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■地区の概況（平成 29年 9 月 30 日現在） 

人口 29,470 人 要支援・要介護認定者数 1,710 人 

 高齢者数 8,251 人  要支援認定者数 597 人 

 高齢化率 28.0％  要介護認定者数 1,113 人 

 後期高齢者数 4,329 人 認知症自立度 1,156 人 

 後期高齢者の割合 14.7％  軽度（Ⅰ～Ⅱｂ） 813 人 

認定率 20.7％  中重度（Ⅲａ～Ｍ） 343 人 

地域密着型サービス事業所 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 事業者数 － 

 認知症対応型通所介護 事業者数（定員数） － 

 小規模多機能型居宅介護 事業者数（定員数） － 

 認知症対応型共同生活介護 事業者数（定員数） 1 か所(27 人) 

 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 事業者数（定員数） － 

 地域密着型通所介護 事業者数（定員数） 9 か所（118 人） 

認知症カフェ 2 か所 

  

★：川西地域包括支援センター 

▲：川西市中央地域包括支援センター 

【いきいき元気倶楽部

※

の様子】 
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■統計・アンケート調査等から見た地区の状況 

項目 川西 市平均 項目 川西 市平均 

高齢化率 28.028.028.028.0％％％％    30.5％ 閉じこもり傾向 15.515.515.515.5％％％％    16.9％ 

後期高齢者の割合 14.714.714.714.7％％％％    15.6％ 要介護リスクあり 48.448.448.448.4％％％％    43.1％ 

認定率 20.720.720.720.7％％％％    17.8％ 生きがいあり 61.861.861.861.8％％％％    71.5％ 

市内調整認定率 19.619.619.619.6％％％％    17.8％ 外出手段自動車依存 9.19.19.19.1％％％％    16.7％ 

単身高齢者率 23.723.723.723.7％％％％    15.0％ 健康・介護予防意識 39.839.839.839.8％％％％    47.6％ 

高齢者夫婦のみ世帯率 40.440.440.440.4％％％％    49.6％ 地域活動参加意向 53.553.553.553.5％％％％    63.9％ 

 
■将来推計 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

高齢化率は市内では低い方で、将来的にも人口がある程度維持される地域です。一方

で認定率は市内では高く推移しており、調整認定率も最も高く、要支援・要介護認定を

受ける人が多い傾向があります。集合住宅が多く、高齢者の約４分の１が単身高齢者世

帯となっており、定期的な見守り等のニーズが高いと考えられます。要介護リスクのあ

る人がやや多く、健康・介護予防の意識がやや低いため、介護予防の取り組みの周知や

参加の拡大により、介護予防活動を充実させていくことが課題です。 
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③ 明峰地区 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■地区の概況（平成 29年 9 月 30 日現在） 

人口 15,032 人 要支援・要介護認定者数 631 人 

 高齢者数 4,955 人  要支援認定者数 213 人 

 高齢化率 33.0％  要介護認定者数 418 人 

 後期高齢者数 2,568 人 認知症自立度 412 人 

 後期高齢者の割合 17.1％  軽度（Ⅰ～Ⅱｂ） 270 人 

認定率 12.7％  中重度（Ⅲａ～Ｍ） 142 人 

地域密着型サービス事業所 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 事業者数 － 

 認知症対応型通所介護 事業者数（定員数） 1 か所(10 人) 

 小規模多機能型居宅介護 事業者数（定員数） － 

 認知症対応型共同生活介護 事業者数（定員数） 1 か所(18 人) 

 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 事業者数（定員数） － 

 地域密着型通所介護 事業者数（定員数） － 

認知症カフェ － 

  

【認知症予防事業「脳活

※

」の様子】 

★：明峰地域包括支援センター 
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■統計・アンケート調査等から見た地区の状況 

項目 明峰 市平均 項目 明峰 市平均 

高齢化率 33.033.033.033.0％％％％    30.5％ 閉じこもり傾向 16.916.916.916.9％％％％    16.9％ 

後期高齢者の割合 17.117.117.117.1％％％％    15.6％ 要介護リスクあり 42.042.042.042.0％％％％    43.1％ 

認定率 12.712.712.712.7％％％％    17.8％ 生きがいあり 74.274.274.274.2％％％％    71.5％ 

市内調整認定率 13.713.713.713.7％％％％    17.8％ 外出手段自動車依存 15.215.215.215.2％％％％    16.7％ 

単身高齢者率 11.311.311.311.3％％％％    15.0％ 健康・介護予防意識 49.649.649.649.6％％％％    47.6％ 

高齢者夫婦のみ世帯率 52.552.552.552.5％％％％    49.6％ 地域活動参加意向 68.068.068.068.0％％％％    63.9％ 

 
■将来推計 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高齢化率、後期高齢者の割合は市平均を上回っていますが、認定率、市内調整認定率

は最も低く、要支援・要介護認定を受ける人が少ない傾向です。単身高齢者世帯の割合

も最も低く、現在は支援を必要とする人が比較的少ない地域です。しかし、平成 37 年

には後期高齢者の割合が人口の５分の１以上となることが予想されており、要支援・要

介護認定者数も増加が予想されます。地域活動への参加意向も高い地域となっており、

地域の自主的な活動を引き続き促進しつつ介護予防の取り組みを継続することが求め

られます。 

2,013 1,894 1,848 

3,132 3,303 3,366 

4,932 
5,097 5,301 

2,387 2,073 1,628 

2,568 2,914 3,205 

15,032 
15,281 15,348 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

平成29年 平成32年 平成37年

(人）

総人口

75歳以上

65～74歳

40～64歳

15～39歳

０～14歳

【人口推計】

2,387 

2,073 

1,628 

2,568 

2,914 

3,205 

4,955 4,987 

4,833 

33.033.033.033.0
32.632.632.632.6

31.531.531.531.5

17.117.117.117.1

19.119.119.119.1

20.920.920.920.9

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

平成29年 平成32年 平成37年

（％）
(人）

高齢者数

75歳以

上

65～74

歳

高齢化

率

後期高

齢者率

【高齢者数推計】

122 135 161 
91 105 124 

152 164 
193 89 104 
125 69 

80 
97 

55 
60 

73 
53 

55 
67 

631 
703 

840 

0

500

1,000

平成29年 平成32年 平成37年

（人）

合計

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

【要支援・要介護認定者数推計】

270 301 358 

142 157 
190 412 

458 
548 

0

200

400

600

800

平成29年 平成32年 平成37年

（人）

合計

中重度

（Ⅲａ～Ｍ）

軽度

（Ⅰ～Ⅱｂ）

【認知症自立度別推計】【認知症自立度別推計】



40 

④ 多田地区 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■地区の概況（平成 29年 9 月 30 日現在） 

人口 23,625 人 要支援・要介護認定者数 1,035 人 

 高齢者数 6,112 人  要支援認定者数 349 人 

 高齢化率 25.9％  要介護認定者数 686 人 

 後期高齢者数 2,724 人 認知症自立度 681 人 

 後期高齢者の割合 11.5％  軽度（Ⅰ～Ⅱｂ） 456 人 

認定率 16.9％  中重度（Ⅲａ～Ｍ） 225 人 

地域密着型サービス事業所 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 事業者数 － 

 認知症対応型通所介護 事業者数（定員数） － 

 小規模多機能型居宅介護 事業者数（定員数） 1 か所(25 人) 

 認知症対応型共同生活介護 事業者数（定員数） 2 か所(45 人) 

 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 事業者数（定員数） － 

 地域密着型通所介護 事業者数（定員数） 5 か所（72人） 

認知症カフェ 1 か所 

  

★：多田地域包括支援センター 

 

【いきいき元気倶楽部の様子】 
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■統計・アンケート調査等から見た地区の状況 

項目 多田 市平均 項目 多田 市平均 

高齢化率 25.925.925.925.9％％％％    30.5％ 閉じこもり傾向 13.613.613.613.6％％％％    16.9％ 

後期高齢者の割合 11.511.511.511.5％％％％    15.6％ 要介護リスクあり 39.339.339.339.3％％％％    43.1％ 

認定率 16.916.916.916.9％％％％    17.8％ 生きがいあり 70.370.370.370.3％％％％    71.5％ 

市内調整認定率 18.318.318.318.3％％％％    17.8％ 外出手段自動車依存 15.915.915.915.9％％％％    16.7％ 

単身高齢者率 15.415.415.415.4％％％％    15.0％ 健康・介護予防意識 41.341.341.341.3％％％％    47.6％ 

高齢者夫婦のみ世帯率 46.546.546.546.5％％％％    49.6％ 地域活動参加意向 61.961.961.961.9％％％％    63.9％ 

 
■将来推計 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

高齢化率、後期高齢者の割合ともに市内では最も低く、住民の年齢構成が比較的若い

圏域です。しかし、将来的には高齢化率、後期高齢者の割合ともに上昇することが見込

まれており、要支援・要介護認定者や単身高齢者世帯等、支援を必要とする高齢者の大

幅な増加が考えられます。健康・介護予防意識がやや低くなっており、比較的若くて元

気な高齢者が多いうちに、地域の自主的な活動を推進し、介護予防の取り組みを継続さ

せていくことが求められます。将来的に支援を必要とする人を減らしていくことが課題

となります。 
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⑤ 緑台地区 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■地区の概況（平成 29年 9 月 30 日現在） 

人口 14,454 人 要支援・要介護認定者数 1,115 人 

 高齢者数 6,029 人  要支援認定者数 408 人 

 高齢化率 41.7％  要介護認定者数 707 人 

 後期高齢者数 3,557 人 認知症自立度 728 人 

 後期高齢者の割合 24.6％  軽度（Ⅰ～Ⅱｂ） 498 人 

認定率 18.5％  中重度（Ⅲａ～Ｍ） 230 人 

地域密着型サービス事業所 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 事業者数 － 

 認知症対応型通所介護 事業者数（定員数） － 

 小規模多機能型居宅介護 事業者数（定員数） 1 か所(25 人) 

 認知症対応型共同生活介護 事業者数（定員数） 1 か所(18 人) 

 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 事業者数（定員数） － 

 地域密着型通所介護 事業者数（定員数） 5 か所（71人） 

認知症カフェ 1 か所 

  

★：緑台地域包括支援センター 

【いきいき元気倶楽部の様子】 



43 

 
 
■統計・アンケート調査等から見た地区の状況 

項目 緑台 市平均 項目 緑台 市平均 

高齢化率 41.741.741.741.7％％％％    30.5％ 閉じこもり傾向 18.518.518.518.5％％％％    16.9％ 

後期高齢者の割合 24.624.624.624.6％％％％    15.6％ 要介護リスクあり 41.541.541.541.5％％％％    43.1％ 

認定率 18.518.518.518.5％％％％    17.8％ 生きがいあり 77.477.477.477.4％％％％    71.5％ 

市内調整認定率 16.216.216.216.2％％％％    17.8％ 外出手段自動車依存 23.223.223.223.2％％％％    16.7％ 

単身高齢者率 14.514.514.514.5％％％％    15.0％ 健康・介護予防意識 55.055.055.055.0％％％％    47.6％ 

高齢者夫婦のみ世帯率 55.355.355.355.3％％％％    49.6％ 地域活動参加意向 67.267.267.267.2％％％％    63.9％ 

 
■将来推計 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

市内でもっとも高齢化が進み、認定率も市平均を上回っていますが、市内調整認定率

は低く、要支援・要介護認定を受ける人は少ない傾向です。高齢者夫婦のみの世帯の割

合が市内では最も高く、将来的に支援を必要とする世帯が大幅に増加することも考えら

れます。生きがいのある人、健康・介護予防意識の高い人が多く、そのことが認定率の

抑制につながっていると考えられます。自主的な取り組みが引き続き推進されるよう支

援しつつ、高齢化の市内先進地域として取り組みの充実を図っていく必要があります。 
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⑥ 清和台地区 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■地区の概況（平成 29年 9 月 30 日現在） 

人口 19,999 人 要支援・要介護認定者数 942 人 

 高齢者数 5,924 人  要支援認定者数 330 人 

 高齢化率 29.6％  要介護認定者数 612 人 

 後期高齢者数 2,778 人 認知症自立度 617 人 

 後期高齢者の割合 13.9％  軽度（Ⅰ～Ⅱｂ） 398 人 

認定率 15.9％  中重度（Ⅲａ～Ｍ） 219 人 

地域密着型サービス事業所 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 事業者数 － 

 認知症対応型通所介護 事業者数（定員数） 1 か所(12 人) 

 小規模多機能型居宅介護 事業者数（定員数） 1 か所(29 人) 

 認知症対応型共同生活介護 事業者数（定員数） 1 か所(18 人) 

 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 事業者数（定員数） － 

 地域密着型通所介護 事業者数（定員数） 1 か所（12人） 

認知症カフェ 2 か所 

  

★：清和台地域包括支援センター 

【認知症サポーター養成講座の様子】 
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■統計・アンケート調査等から見た地区の状況 

項目 清和台 市平均 項目 清和台 市平均 

高齢化率 29.629.629.629.6％％％％    30.5％ 閉じこもり傾向 16.216.216.216.2％％％％    16.9％ 

後期高齢者の割合 13.913.913.913.9％％％％    15.6％ 要介護リスクあり 41.341.341.341.3％％％％    43.1％ 

認定率 15.915.915.915.9％％％％    17.8％ 生きがいあり 75.175.175.175.1％％％％    71.5％ 

市内調整認定率 16.916.916.916.9％％％％    17.8％ 外出手段自動車依存 17.117.117.117.1％％％％    16.7％ 

単身高齢者率 13.113.113.113.1％％％％    15.0％ 健康・介護予防意識 49.749.749.749.7％％％％    47.6％ 

高齢者夫婦のみ世帯率 51.951.951.951.9％％％％    49.6％ 地域活動参加意向 69.969.969.969.9％％％％    63.9％ 

 
■将来推計 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

高齢化率、後期高齢者の割合は市内ではやや低いほうですが、将来的に後期高齢者の

割合の大幅な上昇が見込まれており、人口減少も進むことが予想されます。現在は市平

均より低い認定率も、今後は上昇が予想され、支援を必要とする高齢者の増加が考えら

れます。今後、急速な高齢化に対応するための体制づくりを進めることが課題となって

おり、地域活動への高い参加意向を生かした地域の自主的な活動の活性化や介護予防の

促進により、低い認定率を維持できるような取り組みが求められます。 
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⑦ 東谷地区 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■地区の概況（平成 29年 9 月 30 日現在） 

人口 32,899 人 要支援・要介護認定者数 1,794 人 

 高齢者数 10,326 人  要支援認定者数 652 人 

 高齢化率 31.4％  要介護認定者数 1,142 人 

 後期高齢者数 5,159 人 認知症自立度 1,153 人 

 後期高齢者の割合 15.7％  軽度（Ⅰ～Ⅱｂ） 726 人 

認定率 17.4％  中重度（Ⅲａ～Ｍ） 427 人 

地域密着型サービス事業所 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 事業者数 － 

 認知症対応型通所介護 事業者数（定員数） 1 か所(10 人) 

 小規模多機能型居宅介護 事業者数（定員数） 1 か所(25 人) 

 認知症対応型共同生活介護 事業者数（定員数） 2 か所(36 人) 

 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 事業者数（定員数） － 

 地域密着型通所介護 事業者数（定員数） 9 か所（131 人） 

認知症カフェ 3 か所 

 
  

★：東谷地域包括支援センター 

【いきいき元気倶楽部の様子】 
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■統計・アンケート調査等から見た地区の状況 

項目 東谷 市平均 項目 東谷 市平均 

高齢化率 31.431.431.431.4％％％％    30.5％ 閉じこもり傾向 16.716.716.716.7％％％％    16.9％ 

後期高齢者の割合 15.715.715.715.7％％％％    15.6％ 要介護リスクあり 44.844.844.844.8％％％％    43.1％ 

認定率 17.417.417.417.4％％％％    17.8％ 生きがいあり 73.573.573.573.5％％％％    71.5％ 

市内調整認定率 17.117.117.117.1％％％％    17.8％ 外出手段自動車依存 20.420.420.420.4％％％％    16.7％ 

単身高齢者率 12,812,812,812,8％％％％    15.0％ 健康・介護予防意識 50.250.250.250.2％％％％    47.6％ 

高齢者夫婦のみ世帯率 49.149.149.149.1％％％％    49.6％ 地域活動参加意向 67.767.767.767.7％％％％    63.9％ 

 
■将来推計 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

川西市の北部の中山間地域を中心とする東谷圏域は、７圏域の中でもっとも範囲が広

く、人口も多い地域です。多様な地域を圏域内に有しているため、地域の実情に応じた

取り組みが求められます。単身高齢者率が低く、子ども世代と同居等、高齢者のみでは

ない世帯がやや多くなっています。健康・介護予防意識や地域活動への参加意向は比較

的高くなっており、それぞれの地域ごとに、高齢者の状況に応じた支援や介護予防の取

り組みが求められます。 
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６．川西市の高齢者支援の主な課題 

本市の高齢者を取り巻く状況や第６期介護保険事業計画の検証等を踏まえて総合的に検討した

結果、本市の高齢者支援の主な課題として、以下の６点が抽出されました。 

 
（１）介護予防について 

地域特性に基づく課題 

○本市では、65～79 歳の年齢層の人口が多く、人口推計からもこれからの 10 年で後期高齢者

の大幅な増加が見込まれます。 

〇後期高齢者の増加にともない、要支援・要介護認定者数の急速な増加が見込まれており、平成

29 年から平成 37 年にかけて、認定者数が約 27.6％増加する予測となっています。 

 

各種調査・ワークショップ等に基づく課題 

〇健康な高齢者の中にも、運動器の機能低下や口腔機能の低下、閉じこもり傾向、うつ傾向など、

近い将来における要介護リスクを有する人が潜在的にいることが示されています。 

○日常生活圏域ニーズ調査では、本市に多い高齢者夫婦世帯は、単身世帯やその他の世帯と比べ

て介護・支援を受けることが少ない傾向が示されています。しかし将来的には単身世帯の増加

が懸念されます。 

〇ワークショップでは、高齢者の間で介護予防への認識が十分ではないことの指摘や、身近な場

所での取り組みの必要性が指摘されています。 

 
国の政策・第６期介護保険事業計画の検証に基づく課題 

〇自治体（保険者）ごとの介護予防・重度化防止の取り組み成果に基づき、財政的な優遇を受け

られる制度設計が行われており、取り組みの充実が求められます。 

〇介護保険料の急激な上昇を防ぎ、持続可能な介護保険制度を確保するために、介護予防の充実

を図り、重度化を防止することで健康寿命を延ばしていくことが重要です。 

〇介護予防・日常生活支援総合事業のさらなる充実をはじめ、地域の実情に応じた効果的な介護

予防活動（きんたくん健幸体操＜転倒予防・いきいき百歳体操編＞、認知症予防事業「脳活」

等）を市民に広めていくことが重要です。 

 
 
 

比較的元気に活動できる高齢者が多いうちに、介護予防の取り組みの浸透を図り、重

度化を防止することが求められます。本市の人口構成の特性上、今後、支援を必要とす

る高齢者の急速な増加が予想されており、本市の高齢者支援の重要課題として取り組み

の充実を図る必要があります。 
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（２）地域包括ケアシステムについて 

地域特性に基づく課題 

○将来的に、単身高齢者世帯の増加が見込まれています。 

〇本市の地理的な特性上、地域によっては買い物や通院の手段が十分確保できない高齢者の

増加も予想されます。 

 
各種調査・ワークショップ等に基づく課題 

○日常生活圏域別のデータを踏まえると、世帯の状況や、経済状況、地域活動への関心など

には地域による差が大きくなっています。地域の実情を踏まえた支援や活動づくりに取り

組む必要があります。 

○趣味やスポーツの活動への参加率が高い一方で、自治会・老人クラブ等の地域団体への参

加率は低いのが本市の高齢者の活動の特徴となっています。地域におけるつながりづくり

や助け合い、支え合いの人間関係を多様な形で作っていける環境づくりが求められます。 

○在宅介護実態調査からは、特に単身世帯の生活支援ニーズが高いことが示されています。 

〇ワークショップでは、自治会・老人クラブの加入率の低下の指摘とともに、地域における

つながりづくりや支え合いの関係づくりの必要性について多くの意見がありました。また、

そうした取り組みを推進するための仕組みづくりが必要という指摘がありました。 

 
国の政策・第６期介護保険事業計画の検証に基づく課題 

〇地域包括ケア

※

の深化・推進を図るために、高齢者自身が支援の担い手となることも含め、

多様な地域資源を生かした支え合いの地域づくりが求められています。 

〇「我が事・丸ごと」の理念とともに、高齢者福祉以外の分野との連携や、関係機関との連

携の推進により、多様な地域資源を有効に活用し、地域全体で支援を必要とする人を支え

る体制整備を進めていくために協議体

※

のあり方が問われています。 

〇国の基本指針においては、地域包括支援センター

※

の運営について、ＰＤＣＡサイクル

※

に

基づく評価・改善を継続的に行うことが課題とされています。 

 
 
 

地域包括支援センター機能のさらなる充実を図るとともに、センターの地域における

各種の取り組みを促進し、それを市民へ周知していくことが求められます。地域ケア会

議

※

や生活支援体制整備のための協議体、見守りネットワーク、医療・介護連携の取り組

み等を総合的に充実させ、地域全体で高齢者を支える地域包括ケアシステムの構築に向

けた体制整備を進めていく必要があります。  
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（３）在宅医療と介護連携について 

地域特性に基づく課題 

○本市は、全国水準と比較しても高齢化が顕著であり、今後は後期高齢者の増加が見込まれ

ることから、一層の医療需要の増加が見込まれます。できる限り住み慣れた地域で安心し

て自分らしい生活が実現できるよう在宅医療と介護連携の推進が必要です。 

〇川西市、猪名川町の医療・介護の連携を推進するための在宅医療サービスの調整拠点とし

て、川西市医師会医療会館に「川西市・猪名川町 在宅医療・介護連携支援センター」が

平成 29 年に開設されています。今後は、センターの周知を広げるとともに、センターを

活用した在宅医療・介護連携の推進が課題となります。 

 
各種調査・ワークショップ等に基づく課題 

〇住んでいる地域でずっと暮らし続けるために必要な施設として、「医療施設」という回答が

最も多くなっており、医療サービスを確実に受けられる環境づくりが求められています。 

〇在宅での介護の継続に必要と感じる支援やサービスとして、通院などの外出同行のニーズ

が高くなっています。高齢者のみの世帯や高齢者単身世帯の増加とともに、通院が困難と

なり、在宅での医療を希望する人が増加することが考えられます。 

 
国の政策・第６期介護保険事業計画の検証に基づく課題 

〇兵庫県の医療計画（地域医療構想）と市町村の介護保険事業計画との整合を確保し、在宅

医療の推進・充実に県や近隣自治体と連携して取り組むことが求められています。 

〇医療・介護連携のための新しい介護施設として、「介護医療院

※

」が新たに創設されました。

今後、施設に求められる機能等について、国における検討の動向を踏まえ、市民・事業者・

関係機関に周知を進める必要があります。 

〇在宅医療・介護連携推進協議会を発展させることで、在宅生活を支える医療・介護サービ

スを充実させ、つながりノート

※

の活用による医療機関等との連携による多様な取り組みの

推進が引き続き求められています。 

 
 
 
 

医療や介護の支援が必要になっても、住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、医療・

介護の連携の充実をより一層図る必要があります。本人と家族の希望に基づき、在宅で

の生活や看取りまでを支えるサービスの充実と、関係機関や専門職間の連携をこれまで

以上に推進していくことが課題となります。 
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（４）認知症

※

施策について 

地域特性に基づく課題 

〇後期高齢者の増加や要支援・要介護認定者数の増加に伴い、認知症高齢者の増加が予想さ

れているため、認知症地域支援推進員

※

を活用した早期発見・早期対応を図っていく必要が

あります。 

〇認知症カフェ

※

を市内全域に広めるとともに、活動についても拡充を図る必要があります。 

〇若年性認知症について、本人・家族・支援者等を中心とした自主的な取り組みが広がって

おり、こうした活動と連携した効果的な支援が求められます。 

 
各種調査・ワークショップ等に基づく課題 

〇要介護認定

※

を受けていない高齢者の中にも、認知機能が低下している可能性のある人が含

まれていることがアンケート調査では示されています。一人ひとりの状況に応じて、予防

や支援の取り組みが求められます。 

〇在宅介護実態調査では、在宅での生活の継続にあたり、主な介護者が不安に感じる介護等

について、家事や外出支援に関する項目を除くと、「認知症状への対応」という回答が最も

多くなっており、家族介護者の多くが不安に感じていることが示されています。 

〇ワークショップでは、認知症の人の居場所づくりを地域で進めていくこと（進めている事例の

報告）の必要性や、商店・事業者等も含めた見守り体制の必要性について指摘がありました。 

○団体調査においても、認知症の方の増加を考慮した取り組みが急務であることが指摘されてい

ます。また、参加しやすく継続しやすい予防の取り組みの必要性についても指摘があります。 

 
国の政策・第６期介護保険事業計画の検証に基づく課題 

〇平成 27年に、平成37年までを対象期間とした、認知症対策の国家戦略『新オレンジプラン』

が策定されました。市町村においても、プランに基づく取り組みの充実が求められています。 

〇介護予防・日常生活支援総合事業のさらなる充実をはじめ、地域の実情に応じた効果的な

介護予防活動（きんたくん健幸体操＜転倒予防・いきいき百歳体操編＞、認知症予防事業

「脳活」等）を市民に広めていくことが重要です。 

〇認知症の人やその家族が地域で安心して暮らすことができるよう、認知症への正しい理解

の普及・啓発を図ることが必要です。 

 
 
 
認知症を発症する人は、今後増加が予想されており、支援体制の整備や充実を進める

必要があります。また、若年性認知症の支援の強化も課題です。本人や家族の声を大切

にしながら、地域で認知症の人を支えていく仕組みづくりが求められます。さらに、医

療と介護の連携により、一人ひとりの症状に応じた適切な支援が受けられるよう、認知

症ケアネット

※

の活用と市民への周知を進めていく必要があります。  
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（５）高齢者福祉について 

地域特性に基づく課題 

○支援を必要とする高齢者の急速な増加を見据え、高齢者福祉施策の充実が求められている

ため、時代に合った施策の効果的な実施が課題となります。 

〇本市の地域福祉においては、住民主体の多様な取り組みが展開されています。こうした取

り組みと連携して、地域全体で高齢者を支える取り組みを促進していくことが必要です。 

 
各種調査・ワークショップ等に基づく課題 

〇住み慣れた地域でずっと暮らし続けるために介護保険サービス以外にどのようなサービス

があればよいかという質問について、最も多く回答されていたのが「外出の際の移動支援

サービス」でした。 

〇在宅介護を行う介護者が不安に感じることについても、外出の支援や家事等の生活支援に

ついて多くの回答が集まっています。 

〇ワークショップでも、外出の支援や買い物の支援が、多くの地域で課題となっていること

についての指摘がありました。また、地域独自の取り組みの紹介もあり、地域の取り組み

と市や介護保険事業者との連携や情報共有が課題となっています。 

○団体調査では自治会、老人クラブ、民生委員児童委員

※

、地区福祉委員等の担い手の高齢化

や不足が課題となっています。 

 
 

国の政策・第６期介護保険事業計画の検証に基づく課題 

〇社会福祉法の改正により、地方自治体の福祉施策における上位計画として地域福祉計画

※

が位置づけられており、地域福祉の理念に基づき、関連する福祉分野と連携した高齢者福

祉施策の展開が求められています。 

 
 
 
 

支援を必要とする高齢者の増加を踏まえた高齢者福祉の推進が引き続き課題です。関

係部局との庁内連携や、住民主体の地域福祉活動との連携を推進し、地域全体で高齢者

を支える体制の整備が必要です。外出の支援や買い物、家事等の生活支援については、

特に市民のニーズが高くなっており、地域と連携した支援のあり方について、検討が求

められます。 
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（６）介護保険事業について 

地域特性に基づく課題 

〇本市の高齢化率は、国・県を上回って推移していますが、比較的元気な高齢者が多く、給

付が低く抑えられてきたため、保険料は県内でも低い水準で推移してきました。今後は、

高齢者の中でも支援を必要とする人の割合が増加していくことが予想されており、保険料

水準も上昇していくことが予想されます。 

〇必要な人が必要なサービスを受けられるための体制を維持するため、要支援・要介護認定

者数の大幅な増加に対応できる介護保険サービスの充実が求められます。 

 
各種調査・ワークショップ等に基づく課題 

〇介護保険制度については８割以上の高齢者が「知っている」と回答している一方で、介護

保険の申請や介護保険サービスの利用に「抵抗がある」と回答している人も２割近くに上

っています。地域や社会全体で高齢者を支える介護保険制度と、地域包括ケアシステムの

構築について、引き続き市民理解の促進に努める必要があります。 

○団体調査では、市が高齢者支援や介護保険事業について、市として目指すべき方向性や、

どのように進めようとしているかを地域や事業者に十分説明して共有することが課題とな

っています。 

 
国の政策・第６期介護保険事業計画の検証に基づく課題 

〇団塊の世代

※

が 75歳以上となる平成 37年を見据え、自立支援

※

や重度化防止、介護保険

の適正化による持続可能な介護保険制度の確保が求められています。 

〇地域課題の分析や事業の評価・改善を継続的に行うとともに、地域住民や事業者、関係機

関との連携による効果的・効率的な事業展開が課題となっています。 

〇虐待による対応困難な事例が増加しており、地域包括支援センター等の関係機関との連携

強化や対応力の向上が求められています。 

 
 
 
 

持続可能な介護保険制度の確保は、要支援・要介護認定者の大幅な増加が予想される

本市においては、特に重要な課題となります。効果的・効率的な支援の推進に向け、事

業の適正化や評価・改善に取り組むことが求められます。 

 
 
 
  



54 

第３章 基本理念と基本方針 

１．計画の基本理念 

本市の高齢者を取り巻く現状については、多くの課題や厳しい状況が含まれていますが、

本市の高齢者支援が根本的に目指すべき方向性であり、介護・福祉の取り組みに共通する基

本的な考え方については、これまでの理念を引き継ぎ、継続して取り組んでいくことが必要

だと考えられます。そこで本計画では、高齢者をはじめ、すべての市民が住み慣れた地域で

健康で幸せに、安全で安心して安らげる生涯をすごせるよう、 

「健

けん

幸

こう

でいきいきとした地域社会の実現をめざして」 

を引き続き基本理念とします。 

 

２．計画の基本方針 

本計画では、本市の高齢者を取り巻く現状と課題の分析に基づき、主な課題として抽出さ

れた６つの項目に対応した取り組みを、本計画の基本方針として重点的な取り組みを推進し

ます。６つの基本方針を、分野別の具体的な取り組みの柱として位置づけ、施策の充実を図

るとともに、高齢者保健福祉の充実と介護保険事業の円滑な実施を目指します。 

基本方針 

１ 

介護予防と健幸づくりの推進 

支援を必要とする高齢者の増加を見据え、本計画の重要課題

として介護予防の推進を位置づけ、地域と連携した介護予防の

取り組みの充実・強化と健幸づくりを推進します。 

基本方針 

２ 

地域包括ケアシステムの 

深化・推進 

地域包括支援センター

※

を中心に、関係機関の連携と、地域に

おける支援体制づくりを進め、住み慣れた地域で暮らし続けら

れる環境づくりを進めます。 

基本方針 

３ 

在宅医療・介護連携の推進 

医療・介護の支援が必要になっても、本人と家族の希望に基づ

いて可能な限り在宅での生活が継続できるよう、在宅医療・介

護連携を推進します。 

基本方針 

４ 

認知症施策の推進 

若年性認知症を含め、認知症の人とその家族が適切な支援や

サービスを受けられるよう、支援体制の整備・充実に取り組みま

す。 

基本方針 

５ 

高齢者福祉の推進 

高齢者の生活支援や、交流と社会参加の支援、家族介護者の

支援等、高齢者のよりよい生活を支える事業の充実を図りま

す。 

基本方針 

６ 

介護保険事業の充実と 

持続可能な運営の確保 

要支援・要介護認定者数の増加に伴う介護保険サービスニー

ズの増大を見据え、介護保険サービスや権利擁護

※

等の地域

支援事業

※

の充実と持続可能な運営のための適正な給付を推

進します。   

「健幸」とは健康で幸せ（身体面の健康だけでなく、

人々が生きがいを感じ、安心安全で豊かな生活を営

むこと）になることと位置づけています。 
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３．施策体系 

健
幸

で
い

き
い

き
と

し
た

地
域

社
会

の
実

現
を

め
ざ

し
て

 

 
基本方針１：介護予防と健幸づくりの推進  

 （１）介護予防の推進 

（２）健幸づくりの推進 

（３）地域と連携した生活支援体制の整備 

（４）介護予防・生活支援サービス事業の推進 

  

 

基本方針２：地域包括ケアシステムの深化・推進 

 

 （１）地域包括支援センターの機能強化 

（２）地域ケア会議の充実と地域課題への対応 

（３）介護人材の確保及び資質の向上 

  

 

基本方針３：在宅医療・介護連携の推進 

 

 （１）情報共有のための仕組みづくり 

（２）在宅医療・介護連携に向けた協議や研修の実施 

（３）在宅医療・介護連携に関する相談支援 

（４）市民への普及・啓発 

  

 

基本方針４：認知症施策の推進 

 

 （１）認知症の予防と啓発 

（２）認知症支援体制の充実 

（３）若年性認知症への取り組み 

  

 

基本方針５：高齢者福祉の推進 

 

 （１）交流活動の充実 

（２）生涯学習の充実と生涯スポーツの振興 

（３）就労の支援 

（４）住環境の整備と確保 

（５）福祉・生活支援サービスの充実 

（６）家族介護者支援の充実 

  

 

基本方針６：介護保険事業の充実と持続可能な運営の確保 

 

 （１）介護保険サービスの充実 

（２）介護保険事業の適正な運営 

（３）高齢者の権利擁護 

（４）介護保険サービス利用者に係る低所得者への支援 
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第４章 施策の展開 

基本方針１：介護予防と健幸づくりの推進 

本市では、現在 65 歳から 79 歳までの高齢者人口が、前後の人口と比べて、非常に多く

なっているため、団塊の世代

※

が 75歳以上となる平成 37年までに、要支援・要介護認定者

が急速に増加していくと予想されます。 

そのため、介護予防

※

と健幸づくりを推進することにより、要介護状態になることを防止し

たり、遅らせたりすることは、非常に重要な課題となります。本計画では、きんたくん健幸

体操<転倒予防・いきいき百歳体操編>を市内全域に普及するなど、介護予防と健幸づくりの

取組みをより一層充実していきます。 

 
（１）介護予防の推進 

① 介護予防ケアマネジメント 

 
要支援認定者や事業対象者を対象として、住み慣れた地域で安心して生活を継続できる

よう、介護予防ケアマネジメントを実施しています。引き続き、自立支援型の介護予防ケ

アマネジメント

※

の充実に努めることが必要です。要支援認定者等の増加に伴い、介護予防

ケアプラン

※

の作成を居宅介護支援事業所に委託しており、研修会の実施等によるケアマネ

ジメントの質の向上と、介護予防プラン受託先の確保が求められています。 

 
 

 
 

自立支援

※

や介護予防のための総合事業の趣旨やサービスの内容について、利用者の同意

と理解を得て提供できるよう、介護予防ケアプラン研修の充実等を通じて人材育成を図る

とともに、各地域包括支援センター

※

における自立支援型介護予防ケアマネジメントの充実

に努めます。また、介護予防プランの受託先の確保に努めます。 

 

介護予防プラン研修 単位 

実績値 見込値 目標値（見込値） 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

介護予防プラン研修の

実施数 

回 4 3 3 4 4 4 

現状と課題 

取り組みの実績と見込 

施策の方向 
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② 介護予防普及啓発事業 

 
介護予防普及啓発事業は、介護予防活動の普及・啓発を行うもので、本市では、高齢者

が介護予防に取り組めるよう、各地域包括支援センターにおいて、「いきいき元気倶楽部

※

」

を実施しています。教室の内容については、地域からのニーズや新しいプログラムを取り

入れるなどの工夫をしています。今後、知識の普及・啓発だけではなく、参加者自らが継

続して介護予防に取り組めるよう支援を行う必要があります。 

また、教室をかわにし健幸マイレージの対象とするなど、介護予防の周知と普及に努め

ています。 

 
 

 
 

介護予防の普及・啓発にあたっては、高齢者一人ひとりが介護予防の必要性に気づき、

日常生活の中で自ら取り組むことができるよう、引き続き継続して取り組みます。今後、「い

きいき元気倶楽部」については開催回数を減らし、参加者が自ら、継続して介護予防に取

り組めるよう「住民主体の通いの場」を拡大し、きんたくん健幸体操<転倒予防・いきいき

百歳体操編>を普及・推進していきます。 

 
 
  

いきいき元気倶楽部 単位 

実績値 見込値 目標値（見込値） 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

開催回数 回 244 227 211 168 168 168 

延べ参加者数 人 2,968 6,138 5,397 3,360 3,360 3,360 

現状と課題 

施策の方向 

取り組みの実績と見込 
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③ 地域介護予防活動支援事業 

 
地域介護予防活動支援事業は、住民主体の介護予防活動の育成・支援を行うもので、本

市では、平成 28 年度に「きんたくん健幸体操<転倒予防・いきいき百歳体操編>モデル事

業」を実施しました。 

また、平成 29年度よりきんたくん健幸体操＜転倒予防・いきいき百歳体操編＞のDVD

を作成し、自主グループの育成に努めています。 

今後は、事業を市内全域に「住民主体の通いの場」として拡大し、継続していく必要が

あります。 

 
 

 
 

きんたくん健幸体操＜転倒予防・いきいき百歳体操編＞を市内全域に普及していくとと

もに、地域に展開している住民自身が運営する集いの場などに周知を行うことで、きんた

くん健幸体操の普及拡大に努めます。また、かわにし健幸マイレージとの連携を検討して

いきます。 

 

  

きんたくん健幸体操＜転

倒予防・いきいき百歳体

操編＞ 

単位 

実績値 見込値 目標値（見込値） 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

会場数 回 － 6 9 23 37 51 

参加者数 人 － 94 117 345 533 663 

現状と課題 

施策の方向 

取り組みの実績と見込 



59 

④ 一般介護予防評価事業 

 
一般介護予防評価事業は、介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等を検証し、一

般介護予防事業の評価を行うものです。高齢者の自立支援や介護予防の効果を評価・検証

し、より効果的な事業の実施につなげていく必要があります。また、事業の適切な評価の

ため、指標の検討も課題となっています。 

 
 

介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等を検証し、介護予防事業の評価を行うと

ともに、自立支援や重度化防止の効果を判定する適切な評価指標の設定について検討を進

めます。地域の実情に応じた効果的な取り組みを推進する観点から、介護予防事業に参加

した住民からの意見や、地域包括支援センター運営協議会での意見、生活支援体制整備に

かかる協議体

※

での検討等を踏まえ、事業内容の見直しを行い、より効果的な事業の展開が

できるよう努めます。定期的に全体会を開催し、より効果的な事業の内容を検討するとと

もに、第三者評価の実施を行う等、新たな指標の検討をしていきます。 

 

 
⑤ 地域リハビリテーション

※

活動支援事業 

 
地域リハビリテーション活動支援事業は、介護予防の取組を機能強化するため、通所、

訪問、地域ケア会議

※

、住民主体の通いの場等へのリハビリテーション専門職等による助言

等を実施するものです。介護予防の推進にあたっては、リハビリテーションの理念を踏ま

えて、「心身機能」のような高齢者本人へのアプローチだけでなく、「活動」や「参加」な

どの高齢者を取り巻く環境も含めた、バランスのとれたアプローチが重要になります。地

域における介護予防の取り組みを機能強化するために、介護予防教室等の取り組みや、地

域ケア会議、住民主体の介護予防活動等へのリハビリテーション専門職等による支援の検

討が必要です。 

 

 

リハビリテーション専門職等と地域包括支援センターが連携し、地域ケア会議や介護予

防活動に取り組めるよう、支援していきます。 

  

現状と課題 

施策の方向 

現状と課題 

施策の方向 
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（２）健幸づくりの推進 

① かわにし健幸マイレージ 

 
少子高齢化が急速に進む中、高齢になっても地域で元気に暮らすために、健康づくりの

支援が求められます。 

本市では平成 26 年９月から市民の健康づくりへの動機付けと運動習慣の定着を促し、

生活習慣病

※

予防をはじめ、市民の健康づくりを推進する取り組みとして、「かわにし健幸

マイレージ」を実施しています。平成 27年度からはＩＣＴ

※

を活用し、歩数などのデータ

の見える化を図ったインセンティブ付の健康ポイント制度に拡充し、40歳以上の参加者の

うち、65歳以上が約 6割を占めています。 

今後、健幸のまちづくりを推進するうえで、多くの市民参加につなげ、健康づくりのき

っかけや運動習慣が定着されるよう継続して実施することが必要です。 

 
 

 
 

運動・スポーツ無関心層の市民に対して、健幸ポイントの付与や歩数などのデータの見

える化を図ることで、行動変容の喚起を促し、運動・スポーツの習慣化につなげることで、

健康寿命の延伸をめざします。 

 
 

② きんたくん健幸体操 

 
市民の健康づくりへの動機付けと運動習慣の定着を促し、生活習慣病予防をはじめ、市

民の健康づくりを推進するため、市と連携協定を結ぶ大学の協力を得て、「きんたくん健幸

体操」を考案し、多くの市民に周知、実践の普及を行っています。 

幅広い年齢層に取り組んでいただけるよう、個人の体力等に合わせて５種類の体操をＤ

ＶＤに収録し、配布しています。その１つに椅子に座って運動することで、足腰が弱い方

も安全に取り組める「転倒予防編」も収録して、あわせて普及を図っています。 

平成 27 年度及び 29 年度には、広く市民に普及するための「きんたくん健幸体操リー

ダー」を養成し、総合体育館等での実施や地域の依頼により派遣する体制をとっています。 

 

かわにし健幸マイレージ 単位 

実績値 見込値 目標値（見込値） 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

参加者数 人 700 1,400 2,100 2,100 2,100 2,100 

現状と課題 

施策の方向 

現状と課題 

取り組みの実績と見込 
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身体活動や運動は、市の「健幸まちづくり計画」においても、健康寿命を延伸し、健康

で生きがいを持って暮らせるまちづくりを推進するための柱の１つとして位置付けていま

す。 

今後「かわにし健幸マイレージ事業」と併せて、さまざまな機会に周知を図り、市民の

健康づくりを推進します。 

 
 
  

きんたくん健康体操 単位 

実績値 見込値 目標値（見込値） 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

Ｌｅｔ’ｓきんたくん健幸体

操参加者数 

人 791 1,074 1,033 1,235 1,235 1,235 

Ｌｅｔ’ｓきんたくん健幸体

操実施回数 

回 19 28 22 31 31 31 

リーダー派遣回数 回 16 25 22 25 30 35 

施策の方向 

取り組みの実績と見込 
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（３）地域と連携した生活支援体制の整備 

① 地域における生活支援体制の整備 

 

地域における生活支援体制を整備するため、多様な主体が参画する情報共有の場として、

平成 28年 4月から第1層及び第 2 層協議体を設置し、また、地域資源の把握等に努める

「生活支援コーディネーター

※

」を配置しました。 

国のガイドラインにおいて、第1層の協議体は、市内全体を対象エリアとしており、①

地域のニーズと資源の状況の見える化、問題提起②地縁組織等多様な主体への協力依頼な

どの働きかけ③関係者のネットワーク化④目指す地域の姿・方針の共有、意識の統一⑤生

活支援の担い手の養成やサービスの開発を中心に行う機能を持っています。また、第 2 層

の協議体は日常生活圏域（中学校区等）において、第1層の機能の下、①から⑤のほか、

⑥地域ニーズと市民サービスを把握し、地域課題の解決に向け、協議する機能を持ってい

ます。 

本市においては、第1層の協議体は介護保険運営協議会内に生活支援体制整備部会を設

置し、活動を行っています。 

また、第 2 層の協議体については、小学校区域ですでにコミュニティ活動等が行われて

いることから、日常生活圏域（中学校区）7 か所で、主に情報交換、資源把握を行ってき

ました。 

課題として、第 2 層の協議体の活動単位について、地域より見直しの意見が出ています。 
 
 
 

 
 

介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けて、支え合いの地域づくりを推進するた

め、生活支援コーディネーターが中心となって、国のガイドラインに沿った第1層・第 2

層の協議体活動をおこない、最後まで地域で暮らし続けるための支え合いの仕組みづくり

を生み出していきます。 

また、第 2 層の協議体については、日常生活圏域（中学校区）からコミュニティ等が活

動しているおおむね小学校区単位へとシフトチェンジしていきます。その際は、地域づく

りを行っている社会福祉協議会

※

にさらなる協力を求め、連携強化を図り、協議体の機能充

実を進めていきます。  

主な取り組み 単位 

実績値 見込値 目標値（見込値） 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

協議体の設置（第１層・

第２層） 

か所 － 8 8 15 15 15 

生活支援コーディネータ

ーの配置 

人 － 1 1 2 2 2 

現状と課題 

施策の方向 

取り組みの実績と見込 
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（４）介護予防・生活支援サービス事業

※

の推進 

① 事業の充実に向けた体制の整備 

 

平成 29 年 4 月から開始した「介護予防・日常生活支援総合事業」の中に位置付けられ

る「基準緩和型訪問サービス」の担い手養成研修を、平成 29 年度の事業開始に先立って

実施しました。住民参加による多様なサービスを提供する体制の整備に向けて、協議体を

活用し、社会資源

※

の発掘や開発をおこない、また、担い手の養成等を進める必要がありま

す。 

 

 

 
 

介護予防・生活支援サービスの充実や周知を図るとともに、担い手養成研修のカリキュ

ラムや実施方法等を検討することで、より効果的に担い手を養成することを目指します。 

また、地域づくりのためにできる限り多くの高齢者が、地域で支援を必要とする高齢者

の支え手となっていく仕組みづくりや、協議体を通して地域のニーズを把握し、社会資源

とのマッチングを行っていきます。 

 
  

担い手養成研修 単位 

実績値 見込値 目標値（見込値） 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

延べ修了者数 人 － 21 15 30 30 30 

現状と課題 

施策の方向 

取り組みの実績と見込 
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基本方針２：地域包括ケアシステムの深化・推進 

団塊の世代が後期高齢者となり、支援を必要とする高齢者の大幅な増加が見込まれる平成

37 年を見据え、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の

最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供さ

れる地域包括ケアシステムの構築を推進します。地域包括支援センターを中心としたこれま

での取り組みのさらなる充実に向け、地域ケア会議の推進による関係機関の連携強化や、地

域資源の開発、地域と連携した支援体制の構築等に取り組みます。 

 
（１）地域包括支援センターの機能強化 

① 運営体制の強化（設置・運営・評価） 

 
高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、地域包括ケアシステムの深化・

推進に向けて地域包括支援センターを中心に、保健師、社会福祉士

※

、主任介護支援専門員

※

（主

任ケアマネジャー）、認知症地域支援推進員

※

がそれぞれの専門性を発揮し、相互に協働・連携

しながら事業に取り組んでいます。運営にあたっては、直営の中央地域包括支援センターにお

いて、各地域包括支援センターの統括、調整、育成、後方支援に取り組んでいます。 

また、各地域包括支援センターでは、高齢者虐待の通報件数及びすぐには解決できない複

合的な課題をもったケースへの対応が増加しています。 

 
 

 
 

センターの機能強化と運営の充実に向け、専門職の適正な配置をするとともに、各セン

ター間や市との役割分担と相互連携体制の明確化、中央地域包括支援センターによる各地

域包括支援センターの支援の充実を図るとともに、介護支援専門員（ケアマネジャー

※

）の

育成やケアマネジメント支援に取り組みます。 

また、高齢者虐待及び複合的な課題をもったケースへの対応力向上を図るため、研修や

事例検討に取り組みます。 

さらに、川西市介護保険運営協議会の部会において、効果的・効率的な運営に向け、セ

ンターの評価指標、評価基準の明確化を行うとともに、ＰＤＣＡサイクル

※

を確立させ、運

営状況の評価をし、改善を図っていきます。 

地域包括支援 

センター設置状況 

単位 

実績値 見込値 目標値（見込値） 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

直営 か所 1 1 1 1 1 1 

委託 か所 7 7 7 7 7 7 

現状と課題 

施策の方向 

取り組みの実績と見込 
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② 総合相談の充実 

 
地域包括支援センターは高齢者から受けた相談に、介護保険制度をはじめ、さまざまな

制度やサービスを活用し支援する地域の総合相談窓口です。また、必要に応じて高齢者宅

等を訪問して、安否確認や実態を把握して、必要なサービスにつなげることが求められま

す。 

今後は、高齢者が住み慣れた地域でいきいきと安心した生活を続けるために、多様化・

複雑化する相談内容に対応できる支援体制の整備を図る必要があります。 

 
 

高齢者に関する身近な相談窓口として、休日も相談ができるようコンビニエンスストア

に相談窓口を設置し、総合相談につながるよう取り組んでいきます。また、各地域包括支

援センターの運営状況を見ながら、月に 1回の土日開所や緊急電話受付け等を検討します。 

さらに、今後も多様な相談に対応するために関係機関と連携を取りながら、必要な体制

の整備を継続していきます。 

 

  

現状と課題 

施策の方向 
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（２）地域ケア会議の充実と地域課題への対応 

地域包括ケアシステムの構築に向け、地域包括支援センターが中心となり、高齢者本人に

対する支援の充実とそれを支える社会基盤の整備、多職種協働によるネットワーク構築のた

め、関係行政機関はもとより、医療機関、介護保険サービス事業者、成年後見制度

※

関係者、

民生委員児童委員

※

、福祉委員、地域支え合い等の関係者、市民団体等が連携します。①個別

課題の解決、②地域におけるネットワークの構築、③地域課題の発見、④地域づくりや資源

開発、⑤政策の形成等に取り組むために、地域ケア会議を開催し、運営します。 

 

 
 

① 個別事例の検討によるケアマネジメントの向上と地域課題への対応 

 
支援困難ケースや地域課題に関するケース等の個別ケースの増加に対応し、ケアマネジ

メントの質の向上を図るため、専門職等や地域関係者等による助言や検討を踏まえた支援

の充実を図る必要があります。また、個別会議から出た地域課題について協議をしていく

場が必要です。 

 
 

地域で高齢者が自立した生活を継続できるよう、保健・医療・介護・福祉の連携による

切れ目のない支援のための仕組みづくりと、社会資源の把握に努め、介護支援専門員（ケ

アマネジャー）による自立支援型ケアマネジメントの実施を支援します。 

また、地域ケア会議における多職種協働による個別ケースの検討を通じ、ケアマネジメ

ントの質の向上を図ります。 

さらに、地域ケア推進会議を開催し、地域課題について協議していきます。 

 

 

  

地域ケア会議の開催

回数 

単位 

実績値 見込値 目標値（見込値） 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

地域ケア推進会議 回 － － － 2 2 2 

地域ケアネットワーク会

議 

回 － 4 4 16 16 16 

地域ケア個別会議 回 29 58 67 100 100 100 

現状と課題 

施策の方向 
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（３）介護人材の確保及び資質の向上 

① 介護人材確保 

 

介護保険サービス等の担い手である介護人材の確保が、全国的に大きな課題となってい

ます。国においても、介護職の処遇改善等が検討されていますが、今後介護保険サービス

需要の大幅な増加が見込まれる本市においても、介護人材の確保と資質の向上は大きな課

題となっています。 

介護保険サービス協会やハローワーク等の関係機関と連携し、人材の確保と、働きやす

い職場づくりを積極的に進めるとともに、介護職員の資質の向上に努めていく必要があり

ます。 

 
 
ハローワーク伊丹や兵庫労働局との連携により、介護職への就労促進のための介護就職

フェアの開催や、介護現場での働き方の改善のための、働き方見直しワークショップ等の

開催等に取り組みます。 

また、今後、介護人材養成校や介護事業者と協働しながら、外国人労働者の受け入れを

調査・研究していきます。 

さらに、市主催の講習会や介護保険サービス協会と連携をとりながら、研修会等をおこ

なうことで、介護職員の資質の向上に努めていきます。 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

現状と課題 

施策の方向 
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基本方針３：在宅医療・介護連携の推進 

本市においては、川西市医師会が主催する地域ケア協議会の開催と、本市と猪名川町が合

同で主催する在宅医療・介護連携推進協議会を設置し、関係機関の連携の推進に取り組むと

ともに、専門職同士の関係づくりを進め、適切な医療・介護の支援が受けられる体制の整備

を進めています。 

 
（１）情報共有のための仕組みづくり 

 
在宅医療・介護連携の推進のためには、地域の医療・介護の資源を把握し、医療関係者、

介護関係者の間で共有することが求められます。また、個別の事例については、情報や課

題を共有する仕組みが必要です。 

本市では、高齢者とその家族が安心して自分の住む地域で医療と介護を切れ目なく受け

られるよう、「つながりノート

※

」を導入し、支援を受ける高齢者本人の基本情報、医療情

報、介護情報、関係者間で相談したいこと、知っておいて欲しいこと、日々の状況などを

同じノートに記録して、本人、家族、かかりつけ医

※

や専門医療機関、地域包括支援センタ

ーや介護支援専門員（ケアマネジャー）、介護保険サービス事業所等で情報を共有できる取

り組みを進めています。 

 
 

「つながりノート」の普及により、個別の事

例における医療関係者と介護関係者の情報共

有と、高齢者がそれぞれの支援を受けやすい仕

組みづくりに引き続き取り組みます。 

また、地域の医療・介護の資源について、情

報の収集を進め、医療関係者・介護関係者に共

有するための医療・介護資源マップを作製し、

普及に努めていきます。 

 
 
（２）在宅医療・介護連携に向けた協議や研修の充実 

 
在宅医療・介護連携の推進に向け、在宅医療・介護連携推進協議会を開催し、現状の把

握と課題の抽出、対応策の検討、切れ目のない在宅医療と在宅介護

※

の提供体制の構築等を

目的として、医療関係者と介護関係者が協議を重ねています。 

また、「つながりノート」等の取り組みの充実を図るとともに、連携に対応できる人材の

育成に向けて、医療・介護従事者を対象に行っている研修の充実が求められています。 

現状と課題 

施策の方向 

現状と課題 

【つながりノート】 
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在宅医療・介護連携推進協議会において、医療・介護にかかわる多職種のネットワーク

作りを強化し、在宅医療・介護連携に向けた体制整備を進めます。 

また、在宅医療・介護連携を推進するために、多職種参加型の研修等を充実し、地域資

源や効果的な連携についての情報の共有と、関係づくりを推進します。 

 

 

（３）在宅医療・介護連携に関する相談支援 

 
本市の在宅医療と介護の連携を推進するための調整拠点として、川西市医師会医療会館

3 階に「川西市・猪名川町 在宅医療・介護連携支援センター」が開設され、在宅医療・

介護連携に向け、関係者からの相談に対応しています。 

 
 

「川西市・猪名川町 在宅医療・介護連携支援センター」では、専門職への周知を図る

とともに、相談対応の質の向上に取り組みます。 

また、同センターと連携して、地域の医療・介護資源の把握に努めるとともに、相談事

例の蓄積から明らかになった地域課題や地域資源について、医療・介護関係者への共有を

図るとともに、解決に向けて検討します。 

 
 
（４）市民への普及・啓発 

 
つながりノート連絡会において、つながりノートの普及を図るとともに、自身の経験に

基づくディスカッションや川西市医師会の医師によるミニレクチャーを行っていますが、

参加者が十分ではありません。 

今後も在宅医療と介護連携による在宅生活の支援について、市民への普及・啓発を行う

必要があります。 

 
 

さらなるつながりノートの普及・啓発を図るため、つながりノート改訂時に、キャンペ

ーンの展開やつながりノートの寸劇動画及びつながりノート連絡会の周知方法等の検討を

行っていきます。 

今後においても、認知症ケアネット

※

の普及とあわせて取り組むことで、在宅生活の継続

に資する地域医療・介護資源について、市民への周知を進めます。 
  

現状と課題 

施策の方向 

施策の方向 

現状と課題 

施策の方向 
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基本方針４：認知症施策の推進 

今後、高齢者の増加伴い、認知症

※

の人についても増加していくことが予想されます。本市

では認知症予防への取り組みをより一層充実するとともに、認知症になっても、住み慣れた

地域で安心安全に暮らし続けられるよう、認知症の人を支える仕組みづくりを進めます。 

 
（１）認知症の予防と啓発 

① 認知症の予防 

 
本市における認知症の人の数は、後期高齢者の増加に伴う要支援・要介護認定者数の増

加を背景として、今後大幅に増加することが見込まれます。認知症予防に関する正しい知

識や予防のための活動の普及、症状の悪化の防止の取り組みに力を入れる必要があります。 

本市では、地域型認知症予防プログラムを取り入れ（知的活動として、旅行・料理・パ

ソコン、有酸素運動としてウォーキングを実施）、仲間とともに継続的な認知症予防活動に

取り組む自主グループ作りを進めています。 

 

 

地域型認知症予防プログラムの普及により、地域における自主的・継続的な認知症予防

活動の促進に取り組みます。仲間とともに楽しみながら取り組める認知症予防活動グルー

プの推進は、継続的な予防活動と将来的な助け合いや支え合いの人間関係づくりに有効で

あり、引き続き取り組みの拡充を図ります。 

また、認知症サポーター

※

養成講座等を通じて地域への啓発を促し、認知症予防に関する

正しい知識の普及に努めます。 

 
 

② 認知症の早期発見と適切なケアの普及 

 
認知症の進行に合わせて、医療・介護サービスを受けることができる具体的な機関名や

ケア内容を示した認知症ケアネットを作成しました。 

認知症の予防や早期発見・早期対応を図り、認知症の状態に応じたサービス提供等を実

施していくため、認知症への正しい理解を深める啓発に努めるとともに、認知症ケアネッ

トを運用し、相談支援体制の充実を図ることが必要です。 

  

現状と課題 

現状と課題 

施策の方向 
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認知症の人とその家族が、適切な医療・介護のケアを受けられるよう、認知症地域支援

推進員を中心とした取り組みを引き続き推進します。 

また、現在の認知症ケアネットについては、多様な社会資源と連携しつつ、住民視点で

地域密着型の支援につながる「地域包括型認知症ケアネット」へと深化させ、活用するこ

とにより、認知症の人やその家族の支援体制の充実を図ります。 

 

 

（２）認知症支援体制の充実 

① 認知症地域支援推進員の取り組み 

 
地域で認知症

※

の人の支援に関わる医療機関や介護保険サービス事業所及び地域の支援

機関との連携の促進、認知症の人やその家族を支援する相談業務等に携わる認知症地域支

援推進員を地域包括支援センターに配置しています。認知症地域支援推進員が認知症支援

の取り組みの中心となって、認知症に関する相談支援や必要な支援機関につなぐコーディ

ネーターとしての役割を担っていく必要があります。 

 

 

認知症地域支援推進員は医療機関や介護保険サービス事業所、認知症初期集中支援チー

ム

※

との連携を推進し、効果的な支援を調整できる体制づくりを進めます。 

また、地域をつなげるために、地域の特性に合った支援体制を構築する必要があります。

そのため、研修等を通じて推進員の資質の向上に努めるとともに、認知症高齢者の見守り

や認知症カフェ等を通して、地域との協働関係を築いていきます。 

 

 

② 認知症初期集中支援体制の取り組み 

 
医師と医療関係者と介護関係者から構成される認知症初期集中支援チームを配置し、早

期診断・早期対応に向けた支援体制の構築に取り組んでいますが、迅速に対応できないこ

とがあります。 

 

 

認知症初期集中支援 

チーム 

単位 

実績値 見込値 目標値（見込値） 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

ケース人数 人 3 4 6 6 6 6 

施策の方向 

現状と課題 

現状と課題 

施策の方向 

取り組みの実績と見込 
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今後は、対象者を把握し、早期診断・早期対応をおこなうため、各地域包括支援センタ

ーに設置された認知症地域支援推進員との協働を図っていきます。 

 

 

③ 地域における支援体制の充実 

 

認知症を正しく理解し、増加する認知症の人とその家族を支援するため、認知症サポー

ター養成講座やキャラバン・メイト

※

養成研修、シンポジウムなどの開催、リーフレットの

作成やホームページの活用等を通じて、啓発活動を推進しています。 

また、認知症の人や家族、医療機関、介護事業者等の意見や情報を共有する「つながり

ノート」を運用しています。医療機関や介護事業者においてもこのノートが活用されてい

ますが、さらなる普及・啓発が必要です。 

さらに、家族のレスパイトケアや本人の居場所づくり、専門的な情報提供の場等が求め

られています。 

 

 

 
 
認知症について、できるだけ多くの市民が正しい知識をもち、地域において本人や家族

の温かい応援者になってもらうために、今後も認知症サポーター養成講座やキャラバン・

メイト養成研修等の活動を継続していきます。 

また、市民だけでなく、学校、行政、警察、店舗、銀行等、幅広く認知症サポーター養

成を引き続き行います。 

さらに、認知症の人や家族、医療機関、介護事業者等の意見や情報を共有する「つなが

りノート」の普及・啓発に引き続き取り組みます。 

加えて、家族のレスパイトケアや本人の居場所づくり、専門的な情報提供の場等として、

認知症カフェを増やし、認知症カフェの運営を円滑にするため、定期的な連絡会を開催し

ます。 

地域支援人材の養成等 単位 

実績値 見込値 目標値（見込値） 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

認知症サポーター 

養成数 

人 2,977 3,554 3,000 3,000 3,000 3,000 

キャラバン・メイト 

養成数 

人 46 31 33 40 40 40 

認知症カフェ か所 8 9 10 12 14 17 

現状と課題 

取り組みの実績と見込 

施策の方向 

施策の方向 
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④ 地域の見守りネットワークの充実  

 
認知症の人が行方不明になっても、安全に日常生活に戻ることができるとともに介護者

の負担軽減を図るため、警察等関係機関や地域の認知症行方不明者 SOS ネットワーク等

支援体制の整備や、認知症みまもり登録や登録者への靴のステッカーの配付等を行ってお

り、今後も支援体制のさらなる充実が必要です。 

 
 

 
 
認知症みまもり登録により、認知症の人が安心して、日常生活に戻ることができるよう

支援します。もし、認知症の人が行方不明になっても、できるだけ早く安全に元の生活に

戻ることができるよう、地域の認知症行方不明者ＳＯＳネットワーク等支援体制の充実を

図るため、協力者に行方不明情報を迅速に送信できるシステムを構築します。 

 
 
（３）若年性認知症への取り組み 

① 若年性認知症への取り組み 

  
若年性認知症とは 65歳未満（18歳以上）で発症した認知症の総称です。本市では、若

年性認知症の人とその家族が中心となり、介護支援専門員（ケアマネジャー）や地域包括

支援センター職員等もかかわって、当事者の交流や居場所づくり、支援の仕組みづくり等

の取り組みが進んでいます。しかし、就労支援が必要である等、高齢者の認知症とは異な

る課題があり、適切な支援が必要です。 

 

 

認知症の人やその家族の声を大切にし、市民の自主グループと連携しながら、居場所づ

くりや就労支援等に取り組みます。 

また、若年性認知症についての知識や利用可能な支援について、ホームページに掲載し、

市民に対する周知・啓発を進めます。  

認知症みまもり登録

等 

単位 

実績値 見込値 目標値（見込値） 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

登録者数 人 61 60 60 60 60 60 

靴ステッカー配付数 人 16 31 30 30 30 30 

現状と課題 

施策の方向 

取り組みの実績と見込 

現状と課題 

施策の方向 
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基本方針５：高齢者福祉の推進 

交流と社会参加の促進、権利擁護

※

、住環境、福祉・生活支援サービス、家族介護者の支援

等の取り組みを通じ、地域における高齢者のよりよい生活を支える高齢者福祉の推進に引き

続き取り組みます。 

 
（１）交流活動の充実 

① 交流活動拠点の充実 

 
高齢者の健康増進や教養の向上を図るため、老人福祉センターや老人憩いの家をはじめ、

社会福祉施設等を活用して交流の促進に努めています。一部で利用者が減少傾向となって

います。事業の周知や交流活動拠点の充実を図り、地域の中で閉じこもりがちな高齢者の

孤立化を防ぎ、生きがいと仲間づくりにつなげることが必要です。 

 

 

 ※緑台老人福祉センター H29.3.13～H29.3.18 クロス張替え修繕のため休館 

  老人憩いの家多田東会館 H28.11.21～H29.2.9 土足化対応修繕のため休館    
 
 
利用者の増加につながるよう、利用したことがない方へのお試し企画の検討や高齢者の

ニーズに応じた交流活動拠点としての環境整備を進めるとともに、特別養護老人ホーム等

における地域交流スペースについては引き続きボランティアや地域住民の交流スペースと

して活用されるよう支援し、ボランティアやサロン

※

に活動の場を提供していきます。また、

地域交流スペースの支援方法においても検討していきます。 

  

施設利用者数 単位 

実績値 見込値 目標値（見込値） 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

老人福祉センター 人 74,751 67,273 75,000 75,000 75,000 75,000 

老人憩いの家 人 12,284 9,916 12,000 12,000 12,000 12,000 

現状と課題 

施策の方向 

取り組みの実績と見込 
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② 老人クラブ活動の活性化 

 
高齢者がこれまで培った豊かな経験や知識等を生かし、生きがいと健康づくりのための

多様な社会活動を通して、高齢者が充実した高齢期を過ごすとともに明るい長寿社会づく

りを目的に実施しています。高齢者の意識の多様化等により、会員数及びクラブ数はおお

むね横ばいで推移しています。 

 
 

 
 

地域における高齢者の自主的な活動の充実と生きがいや健康づくりといった観点から、

介護予防や高齢者訪問、子育て支援、仲間づくりなど、各地域との調整を図りながら、魅

力ある事業の実施に向けた検討を行います。 

また、若手会員の増加をめざし、活動内容等を広報誌、ホームページ、チラシ等で周知

していきます。 

 
③ 地域活動・サークル活動の充実と参加の促進 

 
高齢者の健康の増進、教養の向上を図るための交流活動拠点として「老人憩いの家」を

設置し、レクリエーションや教養の向上を目的としたグループの活動場所として提供して

います。 

 
 

 
 

高齢者が各地域でいきいきとゆとりある生活を営めるよう、公民館等関係機関や各地域との調

整を進めながら、高齢者のニーズを的確にとらえ、グループ活動を支援します。 

老人クラブ 単位 

実績値 見込値 目標値（見込値） 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

クラブ数 団体 75 79 80 82 82 82 

会員数 人 4,921 5,001 4,970 5,019 5,019 5,019 

登録グループ数（人数） 単位 

実績値 見込値 目標値（見込値） 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

老人憩いの家鶴寿会館 団体（人） 16（151） 16（135） 17（165） 17（165） 18（175） 18（175） 

老人憩いの家多田東会館 団体（人） 23（275） 20（256） 21（242） 21（242） 22（252） 22（252） 

現状と課題 

施策の方向 

取り組みの実績と見込 

現状と課題 

施策の方向 

取り組みの実績と見込 



76 

④ 高齢者祝福事業 

 
多年にわたり社会に貢献された高齢者の長寿を祝福し、高齢者の生きがいを高めるとと

もに、福祉の増進を図ることを目的に実施しています。１００歳到達者祝福報奨金につき

ましては、今後は対象者の増加傾向が見込まれます。金婚式・ダイヤモンド婚式について

は、参加者が減少しています。 

 
 

 
 

高齢者の増加の一方で、参加者が減少していく背景がありますが、高齢者祝福事業の実

施方法や事業内容の見直しを検討します。また、祝福事業の内容が分かるチラシ等を作成

し、広報誌やホームページに加えて、老人クラブ等との連携を図りながら、周知していき

ます。 

 
 

⑤ 高齢者貸農園事業 

 
高齢者が生産の喜びを味わいながら、仲間づくりや健康の保持を行うことを目的として

農園の貸し出しを実施しています。区画数を超える応募があります。 

 
 

 
 

生産の喜び、仲間づくりや健康保持の成果はありますが、市内に他の貸農園ができてい

る中で、限られた高齢者への提供となっている実態があるため、今後、検討していきます。 

 

事業 単位 

実績値 見込値 目標値（見込値） 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

１００歳到達者祝福報奨金 人 33 45 44 52 55 60 

金婚式 組 59 50 31 50 50 50 

ダイヤモンド婚式 組 9 22 13 20 20 20 

事業 単位 

実績値 見込値 目標値（見込値） 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

利用区画数 区画 27 27 27 27 27 27 

現状と課題 

取り組みの実績と見込 

施策の方向 

現状と課題 

取り組みの実績と見込 

施策の方向 
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⑥ ふれあい入浴事業 

 
高齢者の交流の場の提供と入浴設備のない老人福祉センターの補完的事業として、川西

浴場組合の協力を得て、市内２か所の公衆浴場を活用し、60歳以上の健康な方を対象に週

1回 2時間程度の入浴サービスを実施しています。 

 
 

 
 

高齢者の定期的な外出の機会や交流の場、健康の保持や介護予防にもつながっています

が、限られた高齢者への提供となっているため、より多くの高齢者が利用できるように、

PR方法も含め、総合的に検討していきます。 

 
 
（２）生涯学習

※

の充実と生涯スポーツの振興 

① 学習環境の整備 

 
高齢者をはじめ、市民の学びの場として学習環境の充実を図るため、公民館の維持管理

を行っています。 

現在、公民館は 10 館ありますが、老朽化の著しい施設もあり、今後とも安全で快適な

学習環境を確保し、公民館の利用促進を図るためにも、計画的な整備とともに、緊急を要

する修繕を行っていく必要があります。 

 
 

老朽化の著しい公民館の年次的な整備を図るとともに、施設のバリアフリー化や設備の

充実を通じて、高齢者にとっても利用しやすい学習環境の整備に努めます。 

  

ふれあい入浴 単位 

実績値 見込値 目標値（見込値） 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

実施浴場数 か所 2 2 2 2 2 2 

実施回数 回 52 52 52 52 52 52 

延利用者数 人 10,835 10,515 10,764 10,764 10,764 10,764 

現状と課題 

施策の方向 

取り組みの実績と見込 

現状と課題 

施策の方向 
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② 学習機会の充実 

 
生涯学習短期大学「レフネック」や公民館での講座の開催等を通じて、高齢者に地域の

生活文化に即した学習機会を提供し、高齢者の生きがいづくりや社会参加の促進を図って

います。公民館講座や高齢者大学を通じて、社会の変化や市民の学習ニーズに対応した学

習機会の充実を図るとともに、地域づくりの主体を形成する学びの拠点となる必要があり

ます。 

   

 
 

ホームページや広報誌等により、生涯学習に関する情報提供に努めます。また、現代的

な課題に対応するとともに、高齢者のニーズに応じた講座の展開や、高齢者の参加しやすい

講座内容の充実を図ります。受講者同士の人間関係づくりや、講座後の地域づくり活動につ

ながるような働きかけに努めます。 

 
 

③ 生涯スポーツの振興 

 
レクリエーションスポーツ用具の貸し出しや大会の開催等、市民のニーズに応じた新た

なメニューを用意し、日ごろ、運動習慣のない高齢者でもスポーツに親しめる環境の整備

に努めています。一方、スポーツクラブ 21 の会員数が減少傾向にあり、各クラブの会員

数および財源の確保が重要な課題となっています。 

   

講座参加者数 単位 

実績値 見込値 目標値（見込値） 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

公民館講座 回 701 705 697 700 700 700 

高齢者大学 人 267 287 275 275 275 275 

レフネック 人 852 841 778 952 1,001 1,001 

講座参加者数 単位 

実績値 見込値 目標値（見込値） 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

レクリエーションスポーツ

大会参加者数 

人 279 312 272 270 270 270 

市内スポーツクラブ21の 

会員数 

人 5,934 5,893 5840 5,900 5,950 6,000 

現状と課題 

取り組みの実績と見込 

施策の方向 

現状と課題 

取り組みの実績と見込 
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今後もレクリエーションスポーツ用具の貸し出しや大会の開催等を通し、誰もが気軽に

スポーツに親しめる環境の整備に努めます。 

また、スポーツクラブ 21 については、自主財源のみで運営するクラブが増えてくるこ

とから、これまで以上に会員数や財源の確保など、継続的にクラブ運営を行っていくうえ

での課題について各クラブとともに検討していきます。 

 
 

④ 学習やスポーツを通じたつながりづくり 

 
介護予防・日常生活圏域ニーズ調査によると、本市の高齢者においては、老人クラブや

自治会等の地縁的な活動以上に、趣味やスポーツ関係の活動への参加率や参加頻度が高く

なっています。意識や価値観が多様化する中、単一の地域組織だけでは十分に地域のつな

がりの核となることが難しい状況があることを踏まえ、助け合いや支え合いの地域づくり

に向け、多様な学習やスポーツを通じた人のつながりが生まれるよう、取り組んでいく必

要があります。 

 
 

高齢になるに従い、自宅から遠く離れた活動への参加が難しくなることを考慮し、身近

な地域で学習やスポーツを通じたつながりづくりが促進されるよう、日常生活圏域単位で

の講座や教室、趣味等を通じた人間関係づくりの機会の提供に努めます。 

 
 
  

施策の方向 

現状と課題 

施策の方向 
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（３）就労の支援 

① 就労の場の確保と創出等 

 
「川西しごと・サポートセンター」では、高齢者の方が求人情報を探しやすいように、

60歳以上の方が対象の求人票をまとめています。また、専門カウンセラーによるキャリア

カウンセリングや各種セミナーの実施等を通して、高齢者の再就職を支援しています。加

えて、労政ニュースを年２回発行し、労働に関する情報提供を行っています。 

今後は、「川西しごと・サポートセンター」をより多くの市民に周知するために、施設の

ＰＲ等を積極的に行い、利用促進を図る必要があります。 

 
 
キャリアカウンセリング等の事業の周知、川西しごと・サポートセンターの周知に努め、

利用促進を図ります。引き続き、兵庫労働局やハローワーク伊丹と連携しながら、高齢者

に対する就労支援を行います。 

 
 

② シルバー人材センター

※

の充実 

 
公益社団法人川西市シルバー人材センターは、高齢者の生きがいや健康づくりのため、

臨時的かつ短期的な就業機会の提供による社会参加をめざし、活力ある地域社会づくりを

目的に設立され、「自主・自立、共働・共助」の理念のもと、豊かな経験や能力を生かした

高齢者に社会の担い手として、就業機会の確保と提供を行っています。 

今後も、会員の増加に努めるとともに、高齢者の多様な就業機会や雇用の確保を図るた

め、普及・啓発及び就業開拓を推進し、高齢者の多様な働き方の創出に取り組む必要があ

ります。 

 

 

 
  

シルバー人材センター 単位 

実績値 見込値 目標値（見込値） 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

会員数 人 1,387 1,273 1,270 1,280 1,290 1,300 

就業延人数 人 105,585 102,826 102,712 104,300 105,600 106,900 

事業収入 千円 430,201 415,415 417,150 420,000 425,000 430,000 

現状と課題 

施策の方向 

取り組みの実績と見込 

現状と課題 
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シルバー人材センターにおける就業を通じた社会参加の促進は、高齢者自身による健康

維持にも努めるとともに、介護予防効果を高めることで、医療費を抑制することにつなが

ります。今後とも、就業を通じた社会参加による生きがいや健康づくりをめざす組織とし

て、高齢者の多様なニーズを把握し、高齢者福祉の増進に向けた活動を推進していきます。 

 

 

（４）住環境の整備と確保 

① 高齢者向け公営住宅等の供給 

市内には市が管理する住宅は 1,08４戸、県が管理する住宅は 1,0５8戸あります。この

中には、高齢者の安全や利便性に配慮して、生活援助員（ライフサポートアドバイザー）

が安否確認や生活相談を行うほか、緊急通報システムなどによるサービスを提供するシル

バーハウジングがあり、高齢夫婦世帯等への入居優先枠の確保や関係機関との連携に努め

ています。 

今後も市営住宅の募集に際しては、６５歳以上の高齢者のいる世帯等の入居優先枠の確

保に努めます。 

 

 
② 養護老人ホーム 

老人福祉法に基づき、おおむね 65 歳以上で環境上または経済的理由により居宅におい

て、生活することが困難あると判断した人に対して入所措置を行っています。 

しかし、本市には養護老人ホームは 1か所しかなく、建設から 30年以上経過し老朽化

しているため、修繕を状況に応じて行っています。虐待ケースの入所やショートステイも

増加していることから、引き続き、入所措置が必要であると判断した人に対し、安定した

生活の場所の提供を行うとともに、今後の養護老人ホームのあり方を総合的に検討してい

きます。 

 

 
③ ケアハウス 

老人福祉法に基づき、60歳以上で家庭環境や住宅事情により居宅において生活すること

が困難な人が低額な料金で利用できます。軽費老人ホームには、入居の際に、収入制限が

あり食事サービスが受けられる「A 型」と、収入制限がなく自炊が原則とされる「B 型」

並びに、収入制限がなく食事サービスや入浴サービスが受けられる「ケアハウス」があり

ます。市内には、4 か所のケアハウスがあり、特別養護老人ホームと併設されています。

入居者の健康や生活相談に応じるほか、介護が必要になった場合は、介護保険サービスを

利用することができ、内 2 か所は特定施設入居者生活介護の指定を受けています。各ケア

ハウスの特性を生かした利用が促進されるよう情報提供に努めています。 

施策の方向 
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④ 住宅改造費助成事業 

 
身体機能が低下した高齢者の生活を支援するとともに、健常な高齢者の事故防止を図る

観点から、手すりの設置や段差解消等の改造を実施する場合に、費用の一部を助成するも

のです。事業については、一般型（介護認定を受けていない 60 歳以上の高齢者が住居を

高齢者向きに改造する場合）、特別型（介護認定を受けている方が身体状況に合わせて住居

を改造する場合）、共同住宅（分譲）共用型（マンションなどの管理組合が高齢者等に配慮

するために共用部分を改造する場合）、増改築型（一般型、特別型において対象世帯が、対

象者用居室等の増改築を伴う住宅改造を行う場合）を実施しています。 

特別型については、要支援・要介護認定者の安心・安全な居宅環境の整備を推進するこ

とができています。また、一般型及び共同住宅（分譲）共用型については、将来の転倒な

ど事故防止を推進することができています。高齢化が進展し、新たに対象となる世帯が増

加したことに伴い、問い合わせも多くなっていることから、利用者にわかりやすいＰＲ方

法を検討する必要があります。 

 
 

 
 

高齢化の進展により、ますます対象者が増加することに伴い、ニーズがさらに高まると

考えられることから、高齢者が住み慣れた地域や住居で安心・安全な生活が送れるように

するために、窓口での案内、ホームページや広報誌の活用並びに介護支援専門員協会に案

内文書を送付する等、より利用者にわかりやすい PRになるように努めます。 

また、県の施策に合わせて、平成 30年 4 月より住宅改造一般型の対象年齢を 65歳以

上にします。 

        

住宅改造費 

助成事業 

単
位

 

実績値 見込値 目標値（見込値） 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

一般型 件 53 50 39 64 62 47 

特別型 件 62 50 43 58 56 42 

増改築型 件 0 0 1 1 1 1 

共同住宅共用型 件 1 0 1 1 1 1 

現状と課題 

施策の方向 

取り組みの実績と見込 
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⑤ 住宅改修 

日本家屋は敷居や玄関の上がりかまちなど、段差が多く、高齢者にとっては住みづらい

環境であるといえます。そのため要支援・要介護者が在宅生活を営むうえで、有効な手す

りの取付け等、一定の住宅改修を実際に居住する住宅について行ったときに、住宅改修費

が支給されます。 

高齢化の進展により、ますます対象者が増加することに伴い、ニーズがさらに高まると

考えられることから、高齢者が住み慣れた地域や住居で安心・安全な生活が送れるように

するために、制度のＰＲ方法について検討します。 

また、住宅改造費助成事業（特別型）と一体的に利用できることから、同時利用につい

てのＰＲにも努めます。    
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（５）福祉・生活支援サービスの充実 

① 緊急通報システム事業 

 
ひとり暮らし高齢者等の日常生活における不安を解消するために専用装置を貸与し、緊

急時の連絡体制を確立する目的で実施している事業です。 

緊急通報システムの設置について、協力員が必要であることや携帯電話の普及により、

利用者は減少していますが、症状が悪化する前に救急搬送できているなどの成果があり、

在宅高齢者を支える事業として有効です。協力員が必要であることや固定電話回線が必要

であることにより事業を利用できない人にも対応できるように、検討が必要です。 

 

 
 
利用を希望する、より多くの人への対応が図れるよう、ニーズを把握するとともに、利

用条件や機器について検討していきます。また、ホームページや広報誌を活用し、より一

層事業の周知に努めます。 

 
 

② 救急医療情報キット配布事業 

 
65歳以上のひとり暮らし高齢者を対象に、緊急時や災害時の安心・安全を確保するため、

かかりつけ医療機関や持病等、救急時に必要な情報を保管する安心キットきんたくん（救

急医療情報キット）を民生委員児童委員協議会連合会の協力により配布する事業です。民

生委員児童委員を通じて原則 65歳以上のひとり暮らしの方に配布を行っています。 

川西市消防本部においては、携帯のできる救急安心カード（きんすけくんカード）が作

成されています。今後は両事業を推進するうえで連携が必要となります。 

 

 
平成 27 年度（平成 27 年１月から 12月）は 17件、平成 28 年度（平成 28 年１月

から 12 月）は 24 件が救急時に使用されています。平成 29 年度においても、平成 29

年 11月 15日現在 16件が救急時に使用されています。 

 

緊急通報システム 単位 

実績値 見込値 目標値（見込値） 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

新規申請件数 件 96 55 67 67 67 80 

年度末設置数 件 494 447 455 455 455 475 

現状と課題 

施策の方向 

取り組みの実績と見込 

現状と課題 

取り組みの実績と見込 
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引き続き両事業の推進のため、ホームページを通じた周知を続け、窓口等で問い合わせ

があった場合は両事業の紹介を行っていきます。 

また、救急時に有効に活用できるよう、民生委員児童委員を通じて利用者に情報の更新

を促していきます。 

 
 

③ 日常生活用具給付等事業 

 
すべての住宅で住宅用火災警報器の設置が義務化されたことにより、要支援・要介護認

定

※

を受けているひとり暮らし高齢者で、生活保護を受給している方に火災警報器や電磁調

理器の給付を実施しています。 

 
 

 
 

限られた高齢者への提供となっているため、他事業との兼ね合いを含めて、事業のあり

方について検討します。 

 
 

④ 訪問理容サービス事業 

 
寝たきりの高齢者等を対象に、清潔の保持を主たる目的として、理容師が自宅を訪問し、

年４回以内で理容サービスを行います。利用者は減少していますが、利用者全員がほぼ毎

回利用しており、有効に活用されています。 

この事業は理容生活衛生同業組合川西支部の協力により実施していますが、組合員が高

齢化しており、新規利用者の受け入れが困難な場合があります。 

 

 

日常生活用具 

給付等事業 

単位 

実績値 見込値 目標値（見込値） 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

火災警報器 件 0 0 1 1 1 1 

自動消火器 件 0 0 0 1 1 1 

電磁調理器 件 3 1 1 2 3 3 

（貸与）老人用電話 件 1 0 2 1 1 1 

施策の方向 

現状と課題 

取り組みの実績と見込 

現状と課題 

施策の方向 
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新規利用者の受け入れが困難な場合があるものの、外出して理容を受けることができな

い方にとっては、必要な事業であるため、継続していきます。 

 

 
⑤ 高齢者外出支援サービス事業 

 
公共交通機関を利用することが困難な在宅高齢者に対して、移動手段として、タクシー

を利用する場合に利用料金の一部を助成する事業です。 

年々、少しずつ実利用人数が増加しており、高齢者の外出手段として有効に活用されて

いる。 

 

 
 

利用者数の拡大のため、広報誌やホームページに掲載するなど積極的にＰＲし、利用対

象者、家族、介護支援専門員（ケアマネジャー）等に事業を周知するように努めます。 

 
⑥ 友愛訪問 

 
ひとり暮らしの高齢者を対象として、各地区の民生委員児童委員を中心に、社会福祉協

議会の福祉委員や近隣の協力者等が定期的に自宅を訪問し、安否確認や心身状態の変化等

に関する見守りを実施しています。 

年度により差はみられるものの、高齢化により訪問対象者は増加傾向にあります。民生

委員児童委員が欠員のため友愛訪問を行えない地区がありますが、今後も民生委員児童委

員と協力し、友愛訪問を継続して行う必要があります。 

 
 

訪問理容 

サービス 

単位 

実績値 見込値 目標値（見込値） 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

延利用者数 人 29 21 21 28 28 28 

高齢者外出支援 

サービス事業 

単位 

実績値 見込値 目標値（見込値） 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

実利用者数 人 91 93 96 103 112 121 

取り組みの実績と見込 

施策の方向 

現状と課題 

取り組みの実績と見込 

現状と課題 

施策の方向 
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 ※平成 27 年度は H26.12 から H27.11 まで、 平成 28年度は H27.12 から H28.11 までの数 

 

ひとり暮らし高齢者の安否確認や心身状態の変化等に関する見守りを実施するため、定

例会等で民生委員児童委員へ協力を求め、連携を図ります。 

 
 
（６）家族介護者支援の充実 

① 認知症による行方不明者家族支援サービス事業 

 
認知症により行方不明となった高齢者の安全確保を図るため、GPSを利用した発信装置

による位置探知システムを活用した家族支援サービスを実施しています。また、認知症地

域資源ネットワーク構築事業により「川西市認知症行方不明者ＳＯＳネットワーク」の構

築に取り組んでいます。 

 
 

 
   

発信装置を持つ習慣がない等の理由により、利用者数は伸びていませんが、認知症行方

不明者高齢者の安全確保や介護している家族の負担軽減のため、今後も継続していくこと

が必要です。このため、地域包括支援センター職員等を通じてより一層サービスの周知に

努めていきます。 

    

 

友愛訪問 単位 

実績値 見込値 目標値（見込値） 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

訪問対象者 人 2,115 2,117 2,110 2,110 2,110 2,110 

友愛訪問を実施した 

民生委員児童委員数 

人 168 171 170 170 170 170 

友愛訪問を実施した 

近隣の協力者 

人 360 350 345 345 345 345 

行方不明高齢者 

家族支援サービス 

単位 

実績値 見込値 目標値（見込値） 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

実利用者数 人 14 13 14 14 14 14 

取り組みの実績と見込 

施策の方向 

施策の方向 

現状と課題 

取り組みの実績と見込 
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② 家族介護用品給付事業 

 
在宅介護を行う家族の経済的な負担軽減と要介護高齢者の保健衛生の向上を図るため、

世帯全員が市民税非課税で、要介護４・５の人を介護している家庭に対して紙おむつや尿

取りパッドを、上限を設けて支給しています。また、利用者のニーズに対応するため、支

給品の種類も増加しています。 

死亡や入院のため利用人数は減少していますが、毎年新規の利用者もみられ、必要なサ

ービスです。 

 
 

 
 
ホームページや広報誌を活用し、事業についての一層のＰＲに努め、利用者の増加を図

ります。 

 

 
③ 在宅高齢者介護手当支給事業 

 
在宅高齢者を介護している介護者または在宅高齢者の精神的・経済的負担を軽減するこ

とを目的に、１年以上介護保険サービスを利用していない要介護４・５の人を介護してい

る介護者に在宅高齢者介護手当を支給しています。 

 
 

 
 
申請が少ない状況が続いていますが、介護保険サービスをＰＲのうえ、必要な方に支給

できるよう地域包括支援センターと連携して事業を継続していきます。 

 
 

家族介護用品給付 

事業 

単位 

実績値 見込値 目標値（見込値） 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

実利用者数 人 33 35 39 40 40 40 

在宅高齢者介護手当

支給事業 

単位 

実績値 見込値 目標値（見込値） 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

実利用者数 人 3 1 1 3 3 3 

現状と課題 

施策の方向 

取り組みの実績と見込 

現状と課題 

施策の方向 

取り組みの実績と見込 
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④ 介護離職の防止 

 
在宅介護実態調査によると、家族介護者のうち介護のために離職や転職を経験した人が、

在宅で生活する要支援・要介護認定者の約１割となっており、介護離職の防止と、就労継

続を支援できるサービスの充実が求められています。 

 
 

介護保険サービスについては、本計画期間より介護離職防止のための国の取り組みに基

づき、ニーズの上乗せを見込んでいます。利用可能な様々なサービスについて周知を進め、

家族介護者の負担軽減と、就労継続を支援します。 

 
 

  

現状と課題 

施策の方向 
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基本方針６：介護保険事業の充実と持続可能な運営の確保 

要支援・要介護認定者の将来的な増加を見据え、介護保険事業の充実と持続可能な運営の

確保が課題となります。必要な人が必要なサービスを利用できるよう、介護保険サービス提

供基盤の一層の充実に取り組むとともに、適正なサービスの実施に向けた取組を強化します。 
 
（１）介護保険サービスの充実 

① 居宅系サービス 

 
地域包括ケアシステムの推進においては、居宅系サービスの充実がますます重要になり

ます。居宅系サービスは、ほとんどのサービスで利用者数が増加しており、それに伴い事

業所数も増加していることから、今後はサービスの質のより一層の向上を図るとともに、

自立支援の観点からサービスを提供する必要があります。 

また、平成 29年４月より介護予防・日常生活支援総合事業が開始したことを踏まえて、

多様なサービスの提供体制を整備することも検討する必要があります。 

さらに居宅介護支援においては、利用者が適切な介護保険サービスを利用できるように

するため、介護支援専門員（ケアマネジャー）が居宅系サービス事業者との連絡調整や介

護保険施設への紹介等のケアマネジメントを行い、介護保険サービスの計画（ケアプラン

※

）

を作成するが必要となります。 

 
 
居宅系サービスにおいては、住み慣れた地域でできるだけ自立した生活が送れるよう必

要なサービスの確保に努めるとともに、引き続き事業者や介護職員に対する研修、県と実

地指導や監査指導を合同で実施し、運営基準等の徹底やサービスの質の向上に努めます。 

また、平成 30 年４月から居宅介護支援事業所においても、介護支援専門員（ケアマネ

ジャー）の支援を充実することを目的として、市が指導権限を有することから、指定・指

導監督を実施していきます。 

また、本計画の期間中に、（介護予防）特定施設入居者生活介護を 50人分整備します。 

    

 
  

現状と課題 

施策の方向 
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② 地域密着型サービス

※

 

 
地域密着型サービスは原則として市民のみが利用できるサービスで、市が指定・指導監

督の権限を有しています。 

今後は、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で生活を継続できるよう、看護小規模多機

能型居宅介護や定期巡回・随時対応型訪問介護看護といったサービスを整備することで、

身近な地域での生活を 24時間体制で支えていくことが必要です。 

そのため、地域の特性に応じた、多様で柔軟なサービス提供が可能となるよう、地域密

着型サービスの充実を図る必要があります。 

 

 
地域密着型サービスについて一層の普及・啓発に努めるとともに、地域密着型サービス

事業所の管理者・計画作成担当者に対する研修や集団指導、実地指導等を通じて、運営基

準等の徹底やサービスの質の向上に努めます。 

また、本計画の期間中に、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び看護小規模多機能型

居宅介護をそれぞれ１か所整備します。 

 
 

③ 施設サービス 

 
高齢者が住み慣れた地域の中で、介護を受けながら暮らし続けることを可能にするため

には、日常生活圏域での地域密着型サービスや居宅系サービスを充実させるとともに、介

護保険施設の整備を推進し、施設サービスを適切に提供する必要があります。 

また、在宅医療・介護連携をこれまで以上に推進するとともに、従来の介護療養病床

※

が長期療養を目的とした介護医療院

※

へと転換されること等を踏まえて、ニーズの多様化に

対応する受け皿の一つとしての役割を適切に果たす必要があります。 

 
 
重度の要介護状態となった高齢者が、自宅で家族とともに住むことが難しくなった場合

に、施設を選択するうえで長期にわたり待機者として、不安を感じられることがないよう、

本計画の期間中に、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を１か所整備します。 

 

 
 
  

現状と課題 

施策の方向 

現状と課題 

施策の方向 
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（２）介護保険事業の適正な運営 

① 介護給付費等適正化事業 

 
介護保険の円滑かつ安定的な運営を図るためには、自立支援に向けたサービスが利用者

に提供されることが重要です。要介護認定

※

の適正化、ケアプランの点検、介護給付費通知、

縦覧点検・医療情報との突合等による介護報酬

※

請求の適正化や県との合同による実施指導

や監査指導の実施により、介護を必要とする利用者一人ひとりに応じた適切なサービスを

提供し、不適切な給付等については是正しつつ、介護給付費等適正化の取り組みを行って

います。 

 

適正化主要 5事業の実施について 

事業名 事業主旨 平成 30 年度～ 

①要介護認定の適正化 

要介護認定の新規、変更、更新認定に係る認定調査の内容に

ついて書面の全件点検をすることにより、適正かつ公平な要介

護認定の確保を図るため実施しています。 

継続実施します。 

②ケアプランの点検 

介護支援専門員（ケアマネジャー）が作成した居宅サービス計

画・介護予防サービス計画の記載内容について、事業者に提出

を求め、点検及び支援を行うことにより、個々の利用者が真に

必要とするサービスを確保するとともに、ケアプランの質の向上

を図るため実施しています。 

継続実施します。 

③住宅改修等の点検、 

福祉用具購入・ 

貸与調査 

住宅改修申請時の書面点検及び事前訪問調査等を行い、利用

者の状態にあった住宅改修が行われるよう実施しています。 

福祉用具購入費支給申請時に書面点検し、利用者の身体の状

況に応じて必要な福祉用具の利用が図れるよう実施していま

す。 

継続実施します。 

 

④縦覧点検・医療情報 

との突合 

（縦覧点検） 

国保連合会適正化システムにより、利用者ごとに複数月にまた

がる介護報酬

※

の支払い状況を確認し、提供されたサービスの

整合性、算定回数・算定日数の点検を行い、事業者に対して照

会し、請求誤り等があれば、過誤申立てにより返還手続きを指

導しています。 

（医療との突合） 

国保連合会適正化システムにより、国民健康保険課等と連携

し、後期高齢者医療保険や国民健康保険の入院情報と介護保

険の給付状況を突合し、給付日数や提供されたサービスの整

合性を点検し、医療と介護の重複請求を排除し、適正な請求が

図れるよう実施しています。 

継続実施します。 

⑤介護給付費通知 

利用者に対して、事業者からの介護報酬の請求及び費用の給

付状況について通知しています。利用者が自ら受けているサー

ビスを改めて確認し、適正な請求が図れるよう実施しています。 

継続実施します。 

現状と課題 

取り組みの実績と見込 
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施策の方向 

 

県や国保連合会と連携を図りつつ、人員体制やノウハウの蓄積、国保連合会適正化シス

テム等を活用した給付実績情報と認定情報の突合、ケアプラン点検による妥当性の確認な

ど、介護給付の適正化を図ることにより、利用者に対する適切な介護保険サービスの確保

とともに、不適切な給付が削減され、持続可能な介護保険制度の構築に資するよう努めま

す。    

 
 

②相談体制の充実 

 
本市や地域包括支援センターの窓口に介護保険に関する相談窓口を設置しているほか、

一般市民を構成員とする「介護サービス調整チーム

※

」を組織して、さまざまな相談に応じ

られるような体制を整備しています。 

 

 

 
 
 

市民がいつでも気軽に相談できるような仕組みづくりに向けて、身近な地域での相談窓

口である民生委員児童委員

※

による相談体制の充実を図るとともに、複雑または専門的な相

談等は、地域包括支援センター等において、迅速に対応できるように、地域の相談窓口と

の継続し連携を継続します。また、「介護サービス調整チーム」による相談についても、各

公民館等にチラシを置く等の周知を図ります。 

 
 

③ 認定審査会の運営 

 
医療・保健・福祉の学識経験者５人を１合議体とし、10合議体の計50人で運営してお

り、各専門性の観点から議論を行っています。今後も公平公正な要支援・要介護認定を確

保するために、定期的な研修会を実施していくことが必要です。 

 
 

介護サービス調整チー

ムの取り組み 

単位 

実績値 見込値 目標値（見込値） 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

事例検討会 回 12 12 12 12 12 12 

相談延べ利用者数 人 27 20 24 24 24 24 

現状と課題 

取り組みの実績と見込 

施策の方向 

現状と課題 
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一次判定から二次判定の軽重度変更率、合議体格差等の把握分析を行います。また、認

定審査会委員研修会で、介護の手間に係る審査判定の平準化を図ります。 

 
 

④ 認定調査員の指導・育成 

 
要支援・要介護認定がより適正かつ効果的となるよう、調査員の各種研修を実施してい

ます。また、委託事業者等との連携を密にし、公平公正な認定調査の実施を図っています。 

市で、調査票を全件点検することにより、調査員が判断に迷う項目、判断を誤った項目

について把握し、新人調査員研修会、主任調査員研修会、調査員全体研修会を通して周知

することで、定義に沿った調査ができるようしています。 

認定調査員が、調査の定義に基づき調査を行い、詳細な特記事項を記入することで認定

審査会の資料として精度の高い調査票を作成する必要があります。 

 
 

 
 
 
新人調査員研修会、主任調査員研修会、調査員全体研修会等を開催するとともに、委託

している事業者から提出された認定調査票の全件点検を実施することにより、認定調査票

の精度を高めます。また、事業所を退職した人等で認定調査経験がある人については、認

定調査員の個人委託を進めていきます。 

 

 

認定審査会 単位 

実績値 見込値 目標値（見込値） 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

認定審査会委員研修会 回 1 1 1 1 1 1 

認定調査員研修 単位 

実績値 見込値 目標値（見込値） 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

新人調査員研修会 回 3 4 3 3 3 3 

主任調査員研修会 回 1 1 1 1 1 1 

調査員全体研修会 回 1 1 1 1 1 1 

取り組みの実績と見込 

施策の方向 

施策の方向 

現状と課題 

取り組みの実績と見込 
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（３）高齢者の権利擁護 

① 成年後見制度利用支援事業 

 
財産管理や福祉サービスの利用などを自分で行うことが困難で、判断能力が十分でない

認知症の人などを援助する「成年後見制度」の利用促進を図るとともに、低所得の人への

後見報酬の助成や、成年後見制度の申立てが困難な高齢者については、審判の申立てなど

支援が求められます。 

 
 

 
 
引き続き、低所得の人への後見報酬等の助成や川西市成年後見支援センター（かけはし）、

地域包括支援センター等と連携しながら申立てが困難な高齢者に対し審判の申立てを行う

ことにより、成年後見制度の利用促進を図ります。 

 
 

② 日常生活自立支援事業 

 
サービスの適切な利用を支援したり、判断能力に不安がある人などに対して、相談、福

祉サービスの利用援助、日常的金銭管理サービスを行うため、社会福祉協議会における日

常生活自立支援事業を促進しています。 

 

 

 
 

取り組み項目 単位 

実績値 見込値 目標値（見込値） 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

成年後見市長申立て 

件数 

件 6 4 11 11 11 11 

成年後見人等の報酬助

成申請件数 

件 2 7 14 14 14 14 

取り組み項目 単位 

実績値 見込値 目標値（見込値） 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

日常生活自立支援 

事業利用件数 

件 22 23 26 28 28 28 

取り組みの実績と見込 

現状と課題 

施策の方向 

取り組みの実績と見込 

現状と課題 
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日常生活自立支援事業について民生委員児童委員

※

や介護支援専門員（ケアマネジャー）

に正しく周知・啓発を行うとともに、ホームページや広報誌を活用し、必要な人に対して、

事業の周知を行い、相談支援に努めます。 

 

 

③ 高齢者虐待防止のための取り組み 

 
高齢者虐待の相談や通報を受け、地域包括支援センターと連携して対応しており、必要

に応じて、施設への措置や成年後見申立てへつないでいます。関係機関からの通報が徹底

され、年々件数が増加しています。 

 

 

 

 
高齢者の虐待は地域に潜在している可能性があるため、地域包括支援センターを中心と

した相談窓口の周知徹底を図るとともに、情報の一元管理に努め、虐待の早期発見・早期

対応を図ります。また、虐待防止についての周知・啓発及び通報義務に関する周知がより

一層求められることから啓発講座の実施に努めます。さらに、地域包括支援センターとの

連携に努め、虐待の予防や解消と高齢者が安心して生活を送ることができるよう支援しま

す。 

    

 
④ 消費者被害の防止と救済のための取り組み 

                   
高齢者は在宅中に電話勧誘販売や訪問販売による消費者被害に遭いやすい傾向がありま

す。 

また、認知機能の低下など判断能力が不十分な状態で契約しているケースもあり、家族

や地域での見守りも必要となっています。 

消費者被害への対応について、悪質商法の手口を知っていただくとともに、関係機関と

連携や情報共有を図り、未然防止、被害の救済に努めていく必要があります。 

取り組み項目 単位 

実績値 見込値 目標値（見込値） 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

高齢者虐待通報件数 件 73 113 120 130 140 150 

コアメンバー会議数 回 73 113 120 130 140 150 

施策の方向 

現状と課題 

施策の方向 

現状と課題 

取り組みの実績と見込 
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高齢者を取り巻く消費者被害への対応について、今後も引き続き関係機関と連携や情報

共有を図るとともに、成年後見制度の周知のためのパンフレットの作成や啓発講座等を実

施します。  

施策の方向 
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（４）介護保険サービス利用者に係る低所得者への支援 

① 特定入所者介護サービス費

※

・特定入所者介護予防サービス費 

 
低所得の要支援・要介護者が施設サービスや短期入所サービスを利用したとき、食費や

居住費について、所得に応じた限度額を超える部分が現物給付されるサービスです。平成

27年度及び平成 28年度の法改正で、サービス対象者の要件が見直されたことにより、認

定数及び給付実績が減少しています。 

 

 

 

 
今後も継続して取り組みます。また、制度改正への理解を図るために、利用者や介護支

援専門員（ケアマネジャー）への周知を継続していきます。 

 

 

② 訪問介護利用者負担減額措置事業 

 
低所得者であって、障害者総合支援制度から介護保険制度へ移行する訪問介護利用者の

負担額を軽減しています。 

 
 

現在、市内には対象者がいない状況ですが、制度の廃止は検討せず、今後も継続して実

施します。 

 

 

  

取り組み項目 単位 

実績値 見込値 目標値（見込値） 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

負担限度額認定証認定数 件 1,115 1,116 951 966 1006 1039 

特定入所者介護サービス

費

※

給付額 

千円 403,774 351,439 299,356 302,418 315,237 326,499 

特定入所者介護予防サー

ビス費給付額 

千円 463 348 297 304 316 324 

施策の方向 

現状と課題 

現状と課題 

施策の方向 

取り組みの実績と見込 
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③ 特別養護老人ホームの旧措置入所者に係る利用者負担軽減措置 

 
低所得者であって、介護保険制度の開始以前に、措置により特養に入所していた利用者

の負担額を軽減しています。平成 12 年までに特養に入所していた人が対象となるため、

新たに対象者が増加することはなく、対象者の高齢化により認定数は減少しています。 

 

 

 
 

経過措置として行われている事業ですが、期間が延長されており、今後も取り組みを継

続します。 

 
 

④社会福祉法人

※

による利用者負担の軽減措置 

 
低所得の利用者に対して、社会福祉法人が運営する事業所で提供した介護保険サービス

の利用者負担を軽減する（負担額の一部を社会福祉法人が負担する）ことで、低所得者の

サービス利用を支援する措置です。 

また、低所得者への利用額の軽減が一定額を超える社会福祉法人に対し、補助金を交付

しています。 

 

 

 
 

今後も継続して取り組みます。社会福祉法人が実施の主体となる事業ですが、認定数が

減少していることから、ホームページや広報誌を活用し、制度の周知を図っていきます。 

取り組み項目 単位 

実績値 見込値 目標値（見込値） 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

旧措置入所者に係る利用

者負担軽減証認定数 

件 2 1 1 1 1 1 

取り組み項目 単位 

実績値 見込値 目標値（見込値） 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

社会福法人等利用者負担

軽減確認証認定数 

件 38 31 31 31 31 31 

施策の方向 

現状と課題 

取り組みの実績と見込 

現状と課題 

施策の方向 

取り組みの実績と見込 
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第５章 介護保険事業基盤の整備 

１．（介護予防）介護サービス給付費等の見込額 

（千円） 

（介護予防）介護給付費 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

居宅サービス 5,460,052 5,752,701 6,024,988 

地域密着型サービス

※

 1,554,424 1,859,240 1,888,106 

施設サービス 3,468,084 3,468,084 3,468,084 

合計 10,482,560 11,080,025 11,381,178 

※平成 29年 11 月 23 日時点の見込額。今後、介護報酬

※

改定等により変更の可能性があります。 
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第６章 計画の推進に向けて 

１．計画の推進体制 

（１）協働の推進体制 

本計画は、高齢者支援に関する総合的な計画であり、その実施には、保健・医療・介護・

福祉・防災・生涯学習

※

などの各部局との連携が欠かせません。また、行政だけではなく、介

護保険サービス事業者や地域団体、医療機関等の関係団体や関係機関との連携・協力による

取り組みが必要です。本計画の推進にあたり、庁内の連携強化を図るとともに、関係機関や

市民、地域団体に計画の趣旨や内容の周知を図り、協働・連携の体制づくりを進めます。 

 
① 市 

 市では、高齢者等の保健・医療・介護・福祉施策の充実や総合的な推進、施設の計画的な

整備、人材確保への支援に努め、計画の進行管理を行います。 

 地域包括ケアシステムの構築と、地域における高齢者施策の充実には、市だけではなく住

民主体の取組も求められます。地域包括支援センター

※

と連携を図り、住民の地域活動や福祉

活動に対する支援のほか、多様な参加機会や情報の提供等、積極的な支援を行うことで、地

域主体の活動の促進に取り組みます。 

 また、市民、地域団体、ボランティアグループ等の団体等との協働・連携体制づくりに取

り組み、福祉サービスの担い手である事業者等とのネットワークの構築に向けて体制の整備

を図っていきます。 

 

② 市民 

 市民一人ひとりが自らの健康に対する意識や認識を高め、趣味や生涯学習・スポーツ等の

活動に積極的に取り組み、生きがいを持って地域社会の構成員の一人として積極的に社会参

加することが望まれます。 

 また、高齢者の地域生活の支援には、公的なサービスとボランティアや地域住民などによ

る支援活動のいずれもが必要であることから、幅広い市民や団体等の参加を得ながら、協働・

連携体制の構築を図ります。 

 さらに、介護保険サービスの利用者においては、自立支援

※

を意識した介護保険サービスの

適切な利用に努めることが望まれます。 
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③ 団体等 

 老人クラブや民生委員児童委員

※

、コミュニティ、地区福祉委員、ボランティアグループ等

については、ボランティア活動や交流活動、見守り活動、訪問活動等の福祉活動を通じて、

公的サービスのみでは対応が難しい地域の問題に積極的に対応していくことが期待されます。 

また、社会福祉協議会

※

については、地域福祉の推進役としての役割が期待されます。 

    

④ 事業者 

事業者は、介護保険サービス等の提供者として、高齢者等の多様なニーズに応えるととも

に、利用者の意向を十分に尊重し、適正なサービスの実施、良質なサービスの提供、サービ

ス利用者の自立支援、サービスの自己評価・第三者評価、情報提供、そして地域社会との積

極的な交流に努めることが求められます。 

 
⑤ 地域 

地域では、コミュニティを中心に、地域行事や健康づくり、生涯学習やスポーツ活動、文

化活動等を通じて高齢者同士や世代間交流を図るとともに、孤立や閉じこもりの防止、また

支援を必要とする高齢者やその介護を行う家族等の見守り、在宅介護

※

支援の体制づくりとい

った協働・連携が求められます。 

 

【協働の推進体制】    

        

市民 

団体等 

計画 

地域 

市 

事業者 

連携・協力 
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（２）情報発信 

介護保険サービス、健康づくりや介護予防

※

に関する保健事業や福祉事業、地域福祉活動な

どさまざまなサービスや制度を含め、本計画について市民への周知を図るため、広報やパン

フレット、ホームページなどの媒体や各種事業を通して、情報発信や広報活動を行います。 

 
 
（３）計画推進のための環境整備 

計画を確実に推進していくために、人材育成や財源の確保など体制を強化することで、効

果的でバランスのとれた計画の推進を図ります。 

また、市民が地域の問題を自分たちの問題として考え、市と協働して地域の生活課題を解

決していくために、社会福祉協議会やＮＰＯ

※

などの団体とも協力し、人材の育成をめざしま

す。 

さらに、今ある社会資源

※

を有効に活用するとともに、助成事業の見直しや、市民や企業か

らの協力を得るなど、より効果的な財源の確保を検討し、地域活動を支援します。 

 

 

２．計画の進行管理    

（１）計画の進捗状況の確認 

計画の進捗状況については、市民や有識者、保健・医療・福祉分野の団体の代表者等から

なる川西市介護保険運営協議会において、総合的な見地から推進状況を評価・確認していき

ます。 

 

 

（２）計画の数値目標や取り組みの進捗状況の点検・評価 

計画における数値目標や取り組みの進捗状況について年１回以上の点検・評価を行います。

実施状況や地域の実情に応じた取り組みの改善を検討し、必要に応じて計画の見直しを行い

ます。 
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資料編 

（１）用語解説 

  用  語 説     明 

あ行 

ＩＣＴ 

情報通信技術。インターネットやスマートフォンの普及により、日常

生活の様々な場面で情報通信機器を活用することが日常的になって

おり、介護予防や支援においても効果的な活用が目指されている。 

いきいき元気倶

楽部 

高齢者が介護予防に取り組めるよう、各地域包括支援センターにおい

て、実施する介護予防普及の取り組み 

ＮＰＯ 

Non-Profit Organization の略で民間非営利組織をいう。狭義では、

特定非営利活動促進法に基づいて認証を受けたＮＰＯ法人（特定非営

利活動法人）をいう。 

か行 

介護医療院 

平成 30 年度より新たに創設される介護保険施設。日常的な医学管理

や看取り・ターミナルケア等の医療機能と、生活施設としての機能の

両方を兼ね備えた施設。 

介護サービス調

整チーム 

安心して満足な介護保険サービスを受けられるように、平成 13 年に

発足した市民による公正中立なチームのこと。 

介護支援専門員

（ケアマネジャ

ー） 

利用者の身体的状態等に合わせ、ケアプランを作成するとともに、サ

ービス事業者等との調整や、プラン作成後のサービス利用状況等の管

理を行う人。資格は、保健・医療・福祉サービスの従事者で一定の実

務経験をもつ人が、都道府県が行う試験に合格し、所定の実務研修を

修了することによって得られる。 

介護報酬 

介護保険制度において、事業所や施設が利用者に介護保険サービスを

提供した場合に、その対価として支払われる報酬をいう。介護報酬は、

サービスの種類ごとに、平均的な費用等を勘案して設定されており、

原則として、9割が介護保険から支払われ（介護保険給付）、残りの

1割が利用者の自己負担となる。（例外として、居宅介護支援事業所

のケアマネジャーや地域包括支援センターの保健師等によるケアプ

ランの作成については、1割の利用者自己負担はない。） 

介護保険法 

高齢化に対応し、高齢者を国民の共同連帯のもと支える仕組みとして

導入された介護保険制度について、その実施のために必要な事項を定

めた法律。平成 9 年 12月に公布、平成 12 年 4月に施行された。 

介護予防 

高齢者が健康でいきいきした生活が送れるよう、できる限り要支援・

要介護状態に進むことを遅らせること。また、要支援・要介護と認定

された場合でも、その悪化をできる限り防ぎ、軽減を目指すこと。 
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  用  語 説     明 

か行 

介護予防・生活支

援サービス事業 

第６期計画期間に導入された取り組みで、従来の要支援認定者を対象

とした訪問介護・通所介護を、自治体独自で実施する地域支援事業に

移行し、基準緩和型サービスや生活支援サービス等、地域の実情に応

じて柔軟なサービス展開を可能としたもの。 

介護療養病床 

（介護療養型医

療施設） 

介護保険施設の一つで、療養病床等を有する病院又は診療所であっ

て、当該療養病床等に入院する要介護者に対し、施設サービス計画に

基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他

の世話及び機能訓練その他必要な医療を行うことを目的とする施設。

平成 29 年度末までに廃止されることが決まっていたが、法改正によ

りさらに 6 年間延長されている。 

かかりつけ医 

家庭の日常的な診療や健康管理をしてくれる身近な医師のこと。ま

た、入院や検査が必要な場合などに、適切な病院・診療所を指示、紹

介してもらうことができる。 

キャラバン・メイト 認知症サポーターの講師役となる人。 

協議体 

生活支援・介護予防の体制整備に向けた取り組みとして、地域の多様

な関係主体間の定期的な情報共有及び連携・協働による取組を推進す

るための場。 

ケアプラン 

（居宅サービス計

画、介護予防サー

ビス計画） 

在宅の要介護者等が、介護保険サービスを適切に利用できるように、

心身の状況、生活環境、サービス利用の意向等を勘案して、サービス

の種類、内容、時間及び事業者を定めた計画のこと。 

権利擁護 

認知症高齢者等判断能力が不十分な利用者の意思決定を援助し、不利

益がないように支援を行うこと。社会福祉法においては、福祉サービ

ス利用援助事業（地域福祉権利擁護事業）、苦情解決、運営適正化委

員会などが規定されている。また、民法では成年後見制度が規定され

ている。 

高額介護サービ

ス費 

要介護認定者が 1 か月に支払った介護保険サービスの利用者負担額

が所得に応じて一定の上限を超えた場合、超えた分が申請により高額

介護サービス費として支給される。ただし、福祉用具購入費及び住宅

改修費の利用者負担分や、施設等における食費や居住費は含まない。 

合計所得金額 

税法上の用語で、収入金額から必要経費等に相当する額を控除した額

をいう。例えば、収入が年金のみの人であれば、「年金収入－公的年

金控除」となる。第 1号被保険者の保険料の所得段階は、合計所得金

額等に基づいて算定される。 
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  用  語 説     明 

さ行 

在宅介護 

施設への入所や、病院への入院によらずに、それぞれの生活の場であ

る自宅で介護を行うこと。介護保険法では「可能な限り、その居宅に

おいて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる

ように配慮されなければならない。」とされており、在宅介護を理念

の一つとしている。 

サロン 

地域の施設を活用して開設される、高齢者等の集いの場。居場所づく

りや閉じこもり防止、相互交流、介護予防等、様々な目的で実施され、

介護予防教室等が開催されることもある。 

社会資源 

利用者の生活ニーズを解決していくための物的・人的資源の総称。社

会福祉施設、医療施設、ボランティア、企業、行政、地域の団体など

を指す。 

社会福祉協議会 

社会福祉法に基づく、地域福祉の推進を図ることを目的とした社会福

祉法人。都道府県、市町村のそれぞれにおいて組織されている。 

社会福祉士 

心身の障害または環境上の理由により日常生活を営むのに支障があ

る者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、保健医療福祉サービス

の提供者との連絡調整その他の援助を行う専門職。 

社会福祉法人 

特別養護老人ホームの運営など、社会福祉事業を行うことを目的とし

て社会福祉法の定めに基づき設立される公益法人の一種。 

主任介護支援専

門員 

支援困難事例等に関する介護支援専門員への指導・助言や他職種・他

機関との連携による対応等への支援等を行う職種。地域包括支援セン

ターに配置される。 

生涯学習 人が生涯にわたり学び、学習の活動を続けていくこと。 

自立支援 

加齢や疾病に伴い、自立して生活することに不安のある高齢者に対し

て、自らの意思に基づきその能力と状態に応じた日常生活ができるよ

うに支援すること。 

自立支援型介護

予防ケアマネジ

メント 

要支援認定者を対象に、要支援状態の軽減または悪化の防止に資するよ

う、適切なサービスを提供するとともに、可能な限り、居宅における自

立した日常生活を継続できるよう支援するケアマネジメント 

シルバー人材セ

ンター 

健康で働く意欲をもつ定年退職者等の高年齢者の希望に応じた臨時的・

短期的な就業またはその他の軽易な業務に係る就業の機会を確保し、提

供することにより、生きがいの充実及び福祉の増進を図り、活力ある地

域づくりに寄与することを目的として設立した公共的な法人。 

審査支払手数料 

介護保険給付費の国民健康保険団体連合会が行う審査支払に係る手

数料。 

生活支援コーデ

ィネーター 

高齢者の生活支援・介護予防の基盤整備を推進していくことを目的と

し、地域において、生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に

向けたコーディネート機能を担う人。 
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  用  語 説     明 

さ行 

生活習慣病 

これまで「加齢」という要素に着目して用いられてきた「成人病」を

生活習慣という要素に着目してとらえ直し、再定義された概念。平成

8年 12月の公衆衛生審議会の意見具申において、「食習慣、運動習

慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣が、その発症・進行に関与する疾

患群」と定義された。 

成年後見制度 

認知症や障害により判断能力が不十分であり、財産管理や契約を自ら

行うことができない人を保護し、支援する制度。親族等（身寄りがな

い場合は市町村）の申立てにより家庭裁判所が判断能力の程度に合わ

せて後見人等（後見人・補佐人・補助人）を選任する法定後見制度と、

将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、判断能力があ

るうちに自らが選んだ代理人と公正証書により身上相談や財産管理

についての契約を結んでおく任意後見制度がある。 

総給付費 介護サービス費及び介護予防サービス費を合計したもの。 

総合計画 

地方自治体が策定する自治体のすべての計画の基本となる、行政運営

の総合的な指針となる計画のこと。 

た行 

第１号被保険者 

65 歳以上の介護保険の被保険者。原因を問わずに要支援・要介護認

定を受けたときに介護保険サービスを受けることができる。介護保険

料は市町村と特別区が徴収する。 

第２号被保険者 

40～64歳の介護保険の被保険者。加齢に伴う疾病が原因で要支援・

要介護認定を受けたときに介護保険サービスを受けることができる。

介護保険料は医療保険料と一体的に徴収される。 

団塊の世代 

第二次世界大戦後の昭和 22 年～24年に生まれた世代。2007 年（平

成 19 年）頃から定年退職の時期を迎え、地域の担い手としても期待

されている。 

地域ケア会議 

高齢者個人に対する支援の充実と、それを支える社会基盤の整備とを

同時に進めていく、地域包括ケアシステムの実現に向けた手法。個別

課題解決機能、ネットワーク構築機能、地域課題発見機能、地域づく

り・資源開発機能、政策形成機能の５つの機能があるとされている。 

地域支援事業 

高齢者が要介護状態等になることを予防し、たとえ要介護状態になっ

た場合においても、可能な限り地域において自立した日常生活を営む

ことができるよう支援するための事業。 

地域福祉計画 

社会福祉法に基づき策定する。地域に住む誰もが地域社会を構成する

一員としていきいきと日常生活を営むことができるよう、市民が福祉

や健康をはじめとした生活課題に自ら取り組み、互いに支え合うこと

ができる地域福祉を推進している。 
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  用  語 説     明 

た行 

地域包括ケア 

重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを

人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・

生活支援が一体的に提供される仕組みを地域包括ケアシステムと言

い、そこで提供される支援を地域包括ケアと呼ぶ。 

地域包括支援セ

ンター 

高齢者が住み慣れた地域で生活を続けられるよう、介護保険やその他

の保健福祉サービスを適切に利用するため、社会福祉士・保健師・主

任介護支援専門員（ケアマネジャー）などの専門スタッフが、総合的

な相談や権利擁護、介護予防のケアプランの作成などのさまざまな支

援を行う機関。 

地域密着型サー

ビス 

高齢者が要介護状態になっても、できる限り住み慣れた地域で生活を

継続できるよう、原則として、その市町の被保険者のみが利用できる

サービス。 

つながりノート 

支援を受ける高齢者本人の基本情報、医療情報、介護情報、関係者間で

相談したいこと、知っておいて欲しいこと、日々の状況などを同じノー

トに記録して、本人、家族、かかりつけ医や専門医療機関、地域包括支

援センターや介護支援専門員（ケアマネジャー）、介護保険サービス事

業所等で情報を共有する仕組みで、本市の高齢者支援において支援者・

支援機関が効果的に連携するために導入している。 

特定入所者介護

（予防）サービス

費 

介護保険施設での食費・居住費については、全額自己負担が原則。た

だし、所得の低い方の施設利用が困難とならないように、一定額以上

は保険給付される。低所得の方は所得に応じた負担限度額までを自己

負担し、基準額との差額分は特定入所者介護サービス費として保険給

付される。 

な行 

認知症 

アルツハイマー病や脳血管障害等により脳の機能が低下することで、

「もの忘れ」や「判断力低下」などが起こる病気。その結果、他人と

のコミュニケーションがとりにくくなったり、周りの状況に合わせた

行動がとれなくなったりする。 

認知症カフェ 

認知症の人とその家族の居場所や交流の場として設置され、相談、情

報交換が行われる場として、また講座や学習の場として活用される。

平成 29 年度の川西市では、市内 10 か所で運営されている（うち１

か所は若年性認知症カフェ）。 

認知症ケアネッ

ト 

認知症の症状に応じ、いつ、どこで、どのようなサービスを利用でき

るかをわかりやすくまとめたもの。「認知症ケアパス」の兵庫県での

呼称。 

認知症サポータ

ー 

「認知症サポーター養成講座」を受け、認知症を正しく理解して認知

症の人や家族を温かく見守る応援団として自分のできる範囲で活動

する人のこと。 
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  用  語 説     明 

な行 

認知症自立度 

高齢者の認知症の程度を踏まえた日常生活自立度の程度を表すもの。

介護保険制度の要支援・要介護認定で指標の一つとして用いられてい

る。下表のような段階別の状態によって判断される。 

 

ランク 判断基準 みられる症状・行動の例 

Ⅰ 何らかの認知症を有するが、日常

生活は家庭内及び社会的にほぼ

自立している。 

 

Ⅱ 日常生活に支障を来たすような

症状・行動や意思疎通の困難さが

多少見られても、誰かが注意して

いれば自立できる。 

 

 Ⅱa 家庭外で上記 2 の状態がみられ

る。 

たびたび道に迷うとか、買物や事

務、金銭管理などそれまでできた

ことにミスが目立つ等 

 Ⅱb 家庭内でも上記 2 の状態がみら

れる。 

服薬管理ができない、電話の応対

や訪問者との対応など一人で留守

番ができない等 

Ⅲ 日常生活に支障を来たすような

症状・行動や意思疎通の困難さが

見られ、介護を必要とする。 

 

 Ⅲa 日中を中心として上記の状態が

見られる。 

着替え、食事、排便、排尿が上手

にできない、時間がかかる。やた

らに物を口に入れる、物を拾い集

める、徘徊、失禁、大声、奇声を

あげる、火の不始末、不潔行為、

性的異常行為等 

 Ⅲb 夜間を中心として上記の 3 の状

態が見られる。 

Ⅳ 著しい精神症状や周辺症状ある

いは重篤な身体疾患が見られ、専

門医療を必要とする。 

M 著しい精神症状や周辺症状ある

いは重篤な身体疾患が見られ、専

門医療を必要とする。 

せん妄、妄想、興奮、自傷・他害

等の精神症状や精神症状に起因す

る問題行動が継続する状態等 

 

認知症地域支援

推進員 

自治体の認知症支援の中心として、地域で認知症の人の支援に関わる

医療機関や介護保険サービス事業所及び地域の支援機関の間の連携

の促進、認知症の人やその家族を支援する相談業務等に携わる専門職

員。 

認知症初期集中

支援チーム 

複数の専門職が、家族の訴え等により認知症が疑われる人や認知症の

人及びその家族を訪問し、アセスメント、家族支援などの初期の支援

を包括的、集中的（おおむね６ヶ月）に行い、自立生活のサポートを

行うチームをいう。 

脳活 本市が実施する認知症予防事業の名称。 

は行 標準給付費 

計画期間の 3 年間に必要とされる各種介護保険サービスの総給付費

と、特定入所者介護サービス費、高額介護サービス費、高額医療合算

介護サービス費、審査支払手数料等の総額。 
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  用  語 説     明 

は行 

ＰＤＣＡサイク

ル 

Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Action（改善）の４

つの過程をを繰り返すことにより、継続的に事業を改善していく手

法。 

被保険者 

保険の加入者。介護保険の場合は、市町村の住民のうち 40 歳以上の

方がその市町村の被保険者となる。第１号被保険者…65 歳以上の人。

第 2号被保険者…40 歳以上 65 歳未満の医療保険加入者。 

ま行 

民生委員児童委

員 

民生委員法により、住民の立場に立って生活上の相談に応じ、必要な

援助を行う支援者として市町村に配置され、都道府県知事の推薦に基

づき、厚生労働大臣が委嘱する任期 3 年の職。児童福祉法の児童委員

をかね、地域住民の福祉の増進を図る重要な役割を担っている。 

や行 

要支援・要介護認

定 

介護保険のサービスを利用するためには、「介護を要する状態にある」

という認定を受ける必要がある。サービス利用希望者からの申請によ

り、市町村が訪問調査結果等に基づき認定する。介護の必要度（要介

護度）は「要支援 1・2」「要介護 1～5」に分かれる。 

ら行 

リハビリテーシ

ョン 

身体的、精神的、社会的な障害を持つ人の、機能、能力、社会生活の

全人格的回復や促進を目的とする、専門技術による支援。身体的な機

能回復のために行われるものだけではなく、活動や参加などの当事者

を取り巻く環境へのアプローチも含めた営み。 

 

 


